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Ⅰ はじめに

１ 森林計画制度の意義と仕組み

森林は、木材等林産物の供給のほか、水源の涵養、国土の保全、地球温暖化の防止、野
かん

生動植物の保護等の多面的な機能を持っています。これらの機能を十分に発揮するために

は、長期的な視野に立って、適切な森林の管理と林業生産活動を行うことが求められてい

ます。

このため、森林法において森林計画制度を設け、国、都道府県、市町村、森林所有者が

それぞれの立場で上位計画に即した森林整備等に関する計画を立てています。

森林計画制度の体系

森林・林業基本計画〈政 府〉

【森林・林業基本法第11条】

森林・林業の「ビジョン」･「講ずべき施策」

全国森林計画（15年計画）〈農林水産大臣〉 森林整備保全事業計画

【森林法第４条】 森林整備事業、治山事

・森林の整備・保全のための「ルール」、 業に関する５年間の事

「ガイドライン」、「計画量」 業計画

・地域森林計画等の指針

（民有林） （国有林）

地域森林計画（10年計画） 国有林の地域別の森林計画（10年計画）

〈知 事〉 〈森林管理局長〉

【森林法第５条】 意見調整 【森林法第７条の２】

・都道府県の森林関連施策の方向 ・国有林の森林整備の方向

・森林施業の基準・指針の設定 ・伐採､造林､林道､保安林の整備の目標等

(皆伐や更新に関する基準・指針の設定)

・市町村森林整備計画の指針

市町村森林整備計画（10年計画）〈市町村長〉

【森林法第10条の５】

・市町村が講じる森林施策の方向

・森林所有者が行う伐採、造林の規範

・地域主導のゾーニングの設定

森林経営計画 （５年計画）〈森林所有者等〉 一般の森林所有者に対する措置

【森林法第11条】 ・市町村森林整備計画の遵守

・森林所有者又は森林経営の委託を受けた者が、 ・伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採に係

単独又は共同で、自らが所有する森林又は森 る状況報告書及び伐採後の造林に係る状況

林経営を受託している森林を対象として作成 報告書の受理

・伐採届の遵守についての指導、勧告、命令

・無届伐採についての指導、勧告、中止命令

・その他森林施業についての指導、勧告



- 2 -

２ 森林計画の概要

(1) 森林・林業基本計画

森林・林業基本計画は、森林・林業をめぐる情勢の変化等を踏まえ、森林・林業基

本法に基づき、施策の基本方針を定めた計画です。令和３年６月に閣議決定された計

画では、林業・木材産業が内包する持続性を高めながら成長発展させ、人々が森林の

発揮する多面的機能の恩恵を享受できるようにすることを通じて、社会経済生活の向

上とカーボンニュートラルに寄与する「グリーン成長」を実現することとしています。

主な計画内容は、①「森林資源の適正な管理・利用」として、森林資源の循環利用

を進めつつ、多様で健全な姿へ誘導するため、再造林や複層林化を推進することとし、

併せて、天然生林の保全管理や国土強靱化に向けた取組を加速させること、②「「新

しい林業」に向けた取組の展開」として、新技術を取り入れ、伐採から再造林・保育

に至る収支のプラス転換を可能とする「新しい林業」を展開すること、また「長期に

わたる持続的な経営」を実現できる林業経営体を育成すること、③「木材産業の競争

力の強化」として、外材等に対抗できる国産材製品の供給体制を整備し、国際競争力

を向上すること、また中小地場工場等は、地域における多様なニーズに応える多品目

の製品を供給できるようにし、地場競争力を向上することとしています。

(2) 全国森林計画

全国森林計画は、森林法の規定に基づき農林水産大臣が定める計画です。

主な計画内容は、森林の整備及び保全の目標、伐採立木材積や造林面積等の計画量、

施業の基準等を示すものであり、地域森林計画の指針となります。

令和３年６月に閣議決定された全国森林計画の変更により、新たに作成された森

林・林業基本計画を踏まえ、木材等生産機能維持増進森林における再造林の促進、

及び林地の保全に留意した適切な伐採・搬出の確保、走行車両の大型化や豪雨の増加

傾向等を踏まえた林道整備に関する事項が追加されました。

(3) 地域森林計画及び市町村森林整備計画

地域森林計画は、全国森林計画に即して、民有林について対象とする森林の区域、

森林関連施策の方向及び地域的な特性に応じた森林整備や保全の目標等を明らかにす

るとともに市町村森林整備計画の策定に当たっての指針となる計画です。

本県においては県内を３つの森林計画区に分け、それぞれの計画区で１０年を１

期として５年ごとに地域森林計画を樹立し、森林に関する基本的な目標などを明ら

かにしています。今回は、大和・木津川森林計画区の計画を樹立しました。

市町村森林整備計画は、森林法の規定に基づき地域森林計画の対象となる民有林が

所在する市町村が地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方やこ

れを踏まえたゾーニング、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の

標準的な方法及び森林の保護等の規範、路網整備等の考え方等を定める長期的な視点

に立った森林づくりの構想となる計画です。

地域にもっとも密着した行政主体である市町村が、地域の実情に応じて地域住民等

の理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体となって関連施策を講じること

により、適切な森林整備を推進することを目的としています。

(4) 森林経営計画

森林経営計画は、森林法の規定に基づき森林所有者又は「森林の経営の委託を受

けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森

林の施業及び保護について作成する計画です。一体的なまとまりを持った森林におい
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て、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多

様な機能を十分に発揮させることを目的としています。

主な計画内容は、森林施業、路網の整備、森林の保護に関する事項及び森林経営

の共同化に関する事項の他、森林経営の規模拡大の目標を任意事項として記載する

こととして、森林経営の実効性を高めることとしています。

なお、令和４年３月３１日現在、奈良県内での森林経営計画がたてられた森林面

積は約２.１万haになります。

３ 奈良県における森林環境の維持向上及び県産材の利用促進に関する施策

人口減少社会の到来、エネルギー構造の転換など、我が国の社会経済情勢が大きく変

化する中で、林業及び木材産業の分野においても、過疎化の進行や木材価格の低迷など

による木材生産量の減少、適切な施業が行われず放置された人工林（以下、「施業放置

林」という。）の増加などが大きな問題となってきています。また、地球温暖化の進行

により、異常気象や自然災害などが頻発する中で、災害防除やCO２削減、カーボンニュ

ートラルなど森林の公益的機能の向上が求められるとともに、木材利用のあり方が見直

されつつあります。

このような中、本県では森林を県民共通の財産と捉え、森林の多面的な機能を発揮

し続けさせるためには、次の世代を見据え、環境に配慮した持続可能な森林管理を実践

する新たな挑戦が必要と考え、友好提携を締結したスイス連邦のリース林業教育センタ

ーの知見を参考に、本県独自の新たな森林環境管理制度の検討を進め、令和２年３月３

０日に、「奈良県森林環境の維持向上により森林と人との恒久的な共生を図る条例（以

下、「森と人の共生条例」という。）」と「奈良県県産材の安定供給及び利用の促進に

関する条例（以下、「利用促進条例」という。）」を制定しました。またこれらの条例

を効果的に推進するために、「奈良県森林環境の維持向上及び県産材の利用促進に関す

る指針」を令和３年に策定しました。

今後、これらの条例及び指針に基づき、森林環境の維持向上及び県産材の利用促進

に関する施策を総合的かつ効果的に推進していきます。
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区 分 奈 良 県 大和・木津川森林計画区
森 林 面 積 269千ha 67千ha
森 林 蓄 積 79,473千m3 16,233千m3
１haあたり蓄積 296m3 234m3
人 工 林 面 積 168千ha 45千ha
人 工 林 率 62％ 68％
人 口 1,323千人 1,259千人

森林資源；森と人の共生推進課資料 地域森林計画対象民有林に限る

地域面積、人口；令和2年 奈良県統計年鑑
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Ⅱ 計画の大綱

１ 森林計画区の概況

(1) 自然的背景

ア 位置及び地形

奈良盆地を中心に山地が取り囲む地形

本計画区は、淀川広域流域森林計画区に属し、県の北部にあり、奈良盆地、大和

高原、宇陀山地及びその周辺部に位置し１１市１２町４村で構成されています。

面積は134,399haで県面積369,094 haの36.4％を占め、本県の政治・経済・文化・

農業の中心地域です。

地形は、標高40～80ｍの奈良盆地を中心に、北に奈良丘陵、南に竜門山地、西に

金剛山地及び生駒山地の台地・丘陵が取り囲んでいます。東には笠置山地、大和高

原、宇陀山地が広がり、大和高原は、高原性地形で丘陵と中小の河川が入り組み、

ところどころに山間盆地を形成しています。宇陀山地西方の地形は比較的緩やかで、

小盆地の間に丘陵が起伏する程度ですが、東南部の一部はやや急峻な山地となって

います。

大和・木津川森林計画区

国土地理院承認 平１４総複 第149号
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イ 地質及び土壌

土壌は乾性もしくは適潤性褐色森林土

地質は、地質構造上の内帯に属し、奈良盆地の大半は、末結の礫・砂・泥（洪積

統）からなっています。北西部は礫層・砂層・泥層からなる大阪層群で、奈良盆地

周辺の丘陵地には佐保累層、白川累層、馬見累層、生駒累層（鮮新統）等が分布し

ています。中部（奈良市及び天理市）の一部と二上山付近の一部は、礫層・砂層・

泥層からなる藤原層群、地獄谷層群、二上層群（中新統）です。大和高原は、主に

花崗岩質岩類よりなっています。宇陀山地は花崗岩質岩類及び火山性岩類である流

紋岩質溶結凝灰岩が広く分布しています。しかし、低丘陵地、盆地では、礫層・砂

層・泥層の互層からなっています。

土壌は、上記の基岩の風化物と、その堆積物を母材とする砂壌土・植壌土が主体

で、全般的に表土が浅く、乾性褐色森林土が多くなっています。その生産力はやや

低いですが、適潤性褐色森林土が分布する地域の生産力は中庸となっています。東

南部の宇陀山地は、山地地形を呈し起伏量も大きく、適潤性褐色森林土が広く分布

し林地生産力は高くなっています。

ウ 気 候

年降水量は全国平均以下

気候は、大和川地区では奈良盆地を中心とした寒暑の差が比較的大きい内陸性気

候を示し、気温は、年平均16℃前後で、降水量は、年平均 1,540mm程度であり、積

雪は少なくなっています。木津川地区の気温は年平均13℃前後で、降水量は年平均

1,750mm程度で、全般的に冷涼です。

気象庁観測資料

気象庁観測資料
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(2) 社会・経済的背景

ア 土地利用

森林面積は土地面積の５１．０％

本計画区における森林面積は68,585haであり、土地に占める割合は51.0％で、県

全体の76.8％より著しく低くなっています。

奈良県森と人の共生推進課資料

イ 人 口

人口は県全体の９５．１％

人口は、大和川地区の北部及び西部において人口が集中し、西部の一部の地域で

は人口増加が見られます。一方、木津川地区では、宇陀市及び宇陀郡の山間部にお

いて人口減少が進んでいます。

計画区人口

県人口 計画区 備 考

・ 人口の95.1％がこの地域に集中

1,322,970人 1,258,753人 ・ 人口密度は１㎢ 当たり937人

・ 人口密度は県平均の 2.6倍

令和2年奈良県統計年鑑

人工林

45%

天然林

27%

その他

1%

森林以外

23%

民有林

73%

国有林

4%

奈良県 森林面積

土地面積
369,094ha

人工林

34%

天然林

15%

その他

1%

国有林

1%

森林以外

49%

民有林

50%

大和・木津川森林面積

土地面積
134,399ha



- 8 -

令和2年奈良県統計年鑑

ウ 地域産業の概要

第一次産業で林業従事者の占める割合は３．７％

第１次産業における林業就業者は 442人( 3.7％)、農業及び漁業就業者は11,476

人(96.3％)で、この地域における林業就業者は少なく、奈良盆地を中心として農業

就業者が圧倒的多数を占めています。就業人口からみた本計画区の主産業は、第３

次産業(76.1％)となっています。

産業別人口

全就業者数 産 業 区 分 備 考

第１次産業 11,918人（ 2.0％） 林業（442）

601,522人 農業・漁業（11,476）

第２次産業 131,855人（ 21.9％）

第３次産業 457,749人（ 76.1％）

令和2年国勢調査

エ 交 通

県内で道路密度の最も高い地域

鉄道については、ＪＲ関西本線・桜井線・和歌山線の3路線が走り、私鉄では、近

鉄12路線が奈良盆地の中心部を南北及び計画区全体を東西に走っています。

道路については、国道は本計画区をほぼ中央に走る24号と東西に走る25号及び西
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名阪自動車道のほか第二阪奈有料道路、京奈和自動車道、163号、165号、166号、1

68号、169号、308号、309号、369号及び370号が縦横に走っています。県道では、奈

良生駒線をはじめとする主要地方道、その他数多くの一般県道があり、国道ととも

に本計画区の道路網の骨格をなしています。これらから市町村道及び林道並びに農

道が分岐派生して地域の道路網を形成しており、県内でも道路密度の最も高い地域

となっています。

オ 観 光

全国各地から観光客が訪れる多種多様な観光地

本計画区の中央部に奈良公園があり、また、東に大和青垣国定公園、西に金剛生

駒紀泉国定公園があり、それぞれに山の辺の道、信貴生駒スカイラインが走ってい

ます。南東には室生赤目青山国定公園があり、曽爾高原、香落渓、屏風岩、兜岩、

鎧岩、赤目四十八滝等名勝地を含み京阪神、中京地方からの指折りの観光地となっ

ています。その他月ヶ瀬梅林（奈良市）、大和高原ボスコヴィラ（奈良市）、県立

野外活動センター（奈良市）、国立曽爾青少年自然の家（曽爾村）等森林と一体と

なった保養、研修施設が多く見られます。また、神社、仏閣等の文化財や名所・旧

跡が数多くあり、計画区全般にみて、森林が景観形成に果たす役割は極めて大きく

なっています。

このように奈良盆地、大和高原、宇陀地方は、京阪神からの行楽客をはじめ、全

国各地からの一般旅行客、修学旅行、外国人の国際観光等多種多様な観光地として、

年間を通じて絶え間なく観光客が訪れています。

(3) 森林・林業の概況

ア 森林資源等の現況

林野率は５１．０％であり、人工林は保育の必要なスギ・ヒノキ林が比較的多い

本計画区の地域森林計画対象民有林の面積は66,723haで、県全体（268,851ha）の

24.8％を占めています。また、林野率は51.0％と県平均76.8％を大きく下回ってい

ます。人工林の面積は、45,043haで、民有林面積の67.5％を占め、県平均(167,545

ha)の62.3％を上回っています。

人工林の齢級配置を見てみると、間伐等の保育が必要な林分(3～12齢級）が面積

の約５割と比較的多くを占める資源構成となっています。

一方、80年生(16齢級）以上の人工林は8,813haで、人工林の19.6％を占め、利用

可能な高齢の人工林も増加してきています。
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奈良県森と人の共生推進課資料

イ 森林環境管理の状況

施業放置林の増加

住宅着工戸数の減少に伴う木材需要の減少や代替材の進出等による国産材価格の

低迷、生産基盤整備の遅れや賃金等の経費の増加に見合ったコスト縮減対策の遅れ、

また山村の過疎化進行による林業就業者の減少等により、造林、保育等の適正な森

林管理が行われず、施業放置林が増加する傾向が続いています。

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21~

面
積
（h
a)

齢級

民有林の人工林針葉樹齢級別面積

その他

ヒノキ

スギ

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21~

蓄
積
（千
ｍ
３
)

齢級

民有林の人工林針葉樹齢級別蓄積

その他

ヒノキ

スギ



- 11 -

令和2年国勢調査

奈良県森と人の共生推進課資料

奈良県森と人の共生推進課資料
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２ 前計画の実行結果の概要及びその評価

(1) 間伐立木材積その他の伐採立木材積

ア 計画と実行状況

単位 材積：千㎥ 実行歩合：％

奈良県森と人の共生推進課資料

（実行については、平成30年度から令和3年度は実績、令和4年度は見込み）

イ 計画と実行結果についての検討

主伐及び間伐は木材価格の低迷等により伐採が控えられ、計画量を下回りまし

た。

(2) 間伐面積

ア 計画と実行状況

単位 面積：ha 実行歩合：％

奈良県森と人の共生推進課資料

（実行については、平成30年度から令和3年度は実績、令和4年度は見込み）

イ 計画と実行結果についての検討

各種補助事業等の活用により間伐が実施されましたが、計画量を下回りました。な

お、間伐立木材積の実行歩合と比べ、間伐面積の実行歩合が少ないのは、比較的高齢

級の伐採が多かったためと推察されます。

(3) 人工造林・天然更新別面積

ア 計画と実行状況

単位 面積：ha 実行歩合：％

奈良県森と人の共生推進課資料

（実行については、平成30年度から令和3年度は実績、令和4年度は見込み）

主伐 間伐 総数 主伐 間伐 総数 主伐 間伐 総数

総 数 65 359 424 23 279 303 36 78 71

針 葉 樹 62 359 421 23 279 303 38 78 72

広 葉 樹 3 0 3 0 0 0 0 0 0

区分

伐採立木材積

実行歩合実行計画

計画 実行 実行歩合

6,222 3,876 62

計画 実行 実行歩合 計画 実行 実行歩合 計画 実行 実行歩合

325 19 6 300 19 6 25 0 0

天然更新人工造林総数
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イ 計画と実行結果についての検討

木材価格の低迷等により伐採が進まないこと、造林・保育コストの増加等によ

り採算性が悪化し再造林に対する意欲が低下していること等の理由により、計画

量を大幅に下回りました。

(4) 林道の開設及び拡張の数量

ア 計画と実行状況

単位 延長：km 実行歩合：％

奈良県森林資源生産課資料

（実行については、平成30年度から令和3年度は実績、令和4年度は見込み）

イ 計画と実行結果についての検討

新規で林道開設はありませんでした。拡張については、降雨等により発生した

小規模崩壊に対して、緊急的に事業を実施したことによります。

(5) 保安林の整備及び治山事業に関する計画

ア 保安林の種類別の面積

(ｱ) 計画と実行状況

単位 面積：ha 実行歩合：％

奈良県森林資源生産課資料

（実行については、平成30年度から令和3年度は実績、令和4年度は見込み。指定については累計値）

(ｲ) 計画と実行結果についての検討

森林所有者との調整が進まなかったため、計画量には及びませんでした。

イ 保安施設地区の面積

該当なし。

ウ 治山事業の数量

計画 実行 実行歩合 計画 実行 実行歩合

0 0 - 0 0.2 -

うち林業専用道 0 0 - 0 0 -

基幹路網

区分
拡張延長開設延長

計画 実行 実行歩合 計画 実行 実行歩合

 水源涵
かん

養保安林 254 119 47 3 3 96

災害防備のための保安林 121 22 19 4 0 7

保健・風致の保存等のための保安林 18 0 0 2 0 7

指定 解除
種類
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(ｱ) 計画と実行状況

単位 箇所 実行歩合：％

奈良県森林資源生産課資料

（実行については、平成30年度から令和3年度は実績、令和4年度は見込み）

(ｲ) 計画と実行結果についての検討

台風等で発生する災害箇所を含め、緊急性を考慮し逐次事業実施しました。

(6) 要整備森林の森林施業の区分別面積

該当なし。

計画 実行 実行歩合

治山事業施工地区数 15 18 120

治山事業施工地区数
種類
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３ 計画樹立に当たっての基本的な考え方

(1) 新たな森林環境管理制度の導入

ア 導入の背景

長引く林業・木材産業の低迷により、本計画区における豊富な森林資源は利用がな

されていない状況となっています。さらに、山村地域において過疎化と高齢化が進ん

だことにより林業就業者が不足するとともに、森林所有者は世代交代による不在村化

が進み、森林への関心が薄れつつある状況も散見されます。その結果、施業放置林が

増加し、森林の有する多面的機能の発揮への影響が懸念されています。また、本県で

は平成２３年に発生した紀伊半島大水害により、大規模な林地崩壊や林道施設等への

被害が発生し、森林環境管理の重要性を改めて認識したところです。

このような状況の中、本県は平成２８年にスイスのリース林業教育センターと友好

提携する機会に恵まれました。そこで得た知見により、森林の有する多面的機能の高

度な発揮と併せて、経済面で低コスト型の林業経営の確立を目指し、持続的かつ健全

な林業の発展に取り組むために、奈良県独自の新たな森林管理制度を構築することが

不可欠であると判断し、その導入に向けた検討を進めてきました。その成果として、

令和２年４月に新たな森林環境管理制度の方向性を定める「森と人の共生条例」を施

行しました。

イ 制度の概要

「森と人の共生条例」では、森林環境の維持向上の施策を総合的かつ体系的に推進

するため、森林の多面的機能を森林資源生産機能、防災機能、生物多様性保全機能、

レクリエーション機能の４つに区分し、この４つの機能を最大限に発揮させることを

目的としています。

この目的を達成するため、県内の民有林を「恒続林」・「適正人工林」・「自然

林」・「天然林」の４つの目指すべき森林に誘導します。

■森林資源生産機能 ■防災機能

○木材等生産機能 ○山地災害防止機能／土壌保全機能
　　木材 　　表面侵食防止、表層崩壊防止
　　食糧、肥料、薬品その他の工業原料 　　その他の土砂災害防止
　　緑化材料、観賞用植物、工芸材料 　　土砂流出防止

　　土壌保全（森林の生産力維持）

　　その他の自然災害防止機能

○水源涵養機能
               かん

　　洪水緩和、水資源貯留、水量調節

■生物多様性保全機能 ■レクリエーション機能

○生物多様性保全機能 ○保健・レクリエーション機能

　　遺伝子保全、生物種保全、生態系保全 　　療養、保養、レクリエーション

○快適環境形成機能 ○文化機能

　　気候緩和、大気浄化 　　景観（ランドスケープ）・風致

　　快適生活環境形成 　　学習・教育、芸術

　　宗教・祭礼、伝統文化
　　地域の多様性維持（風土形成）
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恒続林

地域の特性に応じた種類の樹木が異なる樹齢及び高さの状態で存在し、適時かつ適切

な方法による保育及び択伐による継続的な木材生産により環境が維持される森林。

適正人工林

スギ、ヒノキその他の人工造林を代表する種類の樹木が同程度の樹齢及び高さの状態

で存在し、適時かつ適切な方法による保育により環境が維持される森林であって、木材

生産を主目的とするもの。

自然林

スギ、ヒノキその他の人工造林を代表する種類の樹木と地域の特性に応じた種類の樹

木が混交する森林であって、自然の遷移により環境が維持されるもの。

天然林

地域の特性に応じた種類の樹木が自然に生成することにより環境が維持される森林。

(2) 目指すべき森林への誘導方針

本県内の森林において、次頁の「目指すべき森林の目安となる状況のイメージ」に

あてはめた場合、令和４年４月１日時点では、「恒続林」が17,959ha、「適正人工

林」が79,299ha、「自然林」が73,935ha、「天然林」が97,676haとなります。

（目安となる地形・基盤条件）

①恒続林

・現況が人工林

・標高が1,200ｍ未満（スギ、ヒノキ等の生育に適した標高）

・傾斜が40度未満（土砂の崩壊等の災害リスクを考慮）

・道路からの距離が50ｍ未満（車両系での集材を想定）

②適正人工林

・現況が人工林

・標高が1,200m未満（スギ、ヒノキ等の生育に適した標高）

・傾斜が40度未満（土砂の崩壊等の災害リスクを考慮）

・道路からの距離が500ｍ未満（架線系での集材を想定）

③自然林

・現況が人工林

・標高が1,200m以上

・傾斜が40度以上

・道路からの距離が500ｍ以上

④天然林

・現況が天然林
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（参考）目指すべき森林の目安となる状況のイメージ

（基本的な考え方）

①恒続林

・木材生産を目的とした森林

・地域の特性に応じた樹種

・複数の樹齢・高さで構成

・択伐による木材生産が保育にもなり環境が維持される

・非皆伐

・天然更新を可能な限り採用

②適正人工林

・木材生産を目的とした森林

・人工造林を代表するスギ・ヒノキ等の一斉林

・間伐をはじめとする保育により環境が維持される

・皆伐を前提（皆伐後は速やかな再造林）

③自然林

・木材生産を主目的としない森林

・地域の特性に応じた樹種

・複数の樹齢・高さで構成

・自然の遷移により環境が維持される

・非皆伐

④天然林

・木材生産を主目的としない森林

・地域の特性に応じた樹種

・複数の樹齢・高さで構成

・自然の遷移により環境が維持される

・非皆伐
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(3) 新たな森林環境管理制度の推進体制

令和３年４月に奈良県フォレスターアカデミーを開校し、新たな森林環境管理制度

を担う人材として、森林環境管理士・森林環境管理作業士を養成します。

さらに、目指すべき森林への誘導、森林環境の維持向上に関する技術及び知識の普

及指導等を担う専門職員として、県に奈良県フォレスターを置きます。

令和５年４月から配置される奈良県フォレスターは市町村に常駐して長期間、同一

区域を担当し、市町村から受託した森林法に基づく伐採及び伐採後の造林の届出等の

業務や市町村の森林環境管理業務を担うなど、森林環境管理に関する総合的なマネジ

メントを行います。

(4) 森林環境の維持向上に関する取組

施業放置林の解消に向けて整備が進み、森林の４機能を高度に発揮している森林

が広がっている姿を目指して以下の施策を推進します。

ア 災害に強い森林づくり（防災）

①森林施業の促進

②森林法の適切な運用

③災害予防・復旧

イ 持続的に森林資源を供給する森林づくり（森林資源生産）

①計画作成の促進

②生産基盤の強化

③木材搬出の促進

ウ 生物多様性が保全される森林づくり（生物多様性保全）

①生物多様性の保全

②生物多様性の再生

エ レクリエーション機能の強化（レクリエーション）

①レクリエーションの場づくり

②イベント等の活用によるレクリエーションの機会づくり

(5) 県産材の利用の促進に関する取組

県産材の生産・利用拡大に合わせ、林業・木材産業が持続可能な産業として発展し

ている姿を目指して以下の施策を推進します。

ア 奈良の木ブランド戦略の推進

①奈良の木のブランド力の強化・発信

②国内外への販路拡大

イ 県産材の需要拡大

①公共建築物・公共工事への県産材利用の推進

②民間における県産材利用の促進

③木質バイオマス利用の促進
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④県産材の需要拡大を担う人材の育成

ウ 県産材の加工・流通の促進

①木材加工の効率化

②木材流通の合理化

奈良県森と人の共生推進課資料

(6) 担い手の養成・確保

森林作業員の減少と高齢化の進行は、適切な森林環境管理や林業の振興を図ってい

く上で深刻な影響を及ぼすことになります。

そのため、奈良県森林組合連合会や奈良県林業労働力確保支援センターと連携し、

新規就労者の養成・確保を促進します。また令和４年４月１日からは森林資源生産課

内に「奈良県森林・林業無料職業紹介所」を設置しています。さらに、奈良県フォレ

スターアカデミーにおいて、森林・林業に関する幅広い知識、技術・技能を有する人

材の養成を行うとともに、奈良県林業機械化推進センターを活用した林業労働者の確

保・養成と併せて林業機械化の推進に取り組み、森林の整備や管理を担う人材や事業

体等の養成・確保を行っていきます。

一方、建築物への木材利用の機運が高まる中、建築物の木造・木質化に関する専門

的なスキルを備えた技術者が少ないことから、木造建築物等の設計や施工を行う技術

者のスキルアップを図り、公共建築物や非住宅分野の施設整備に対して、木造・木質

化を提案できる人材の育成を図ります。

(7) 「奈良県伐採・更新施業のガイドライン」及び関係法令の遵守

本計画区には、各種公益的機能の高い森林が存在しており、森林の４機能を高度か

つ持続的に発揮させることが地域社会から求められています。そのため伐採・更新な

どの森林施業において、森林所有者や林業事業者は森林法をはじめ、個別法の規制を

受けている森林について関係法令を遵守しなければなりません。

このことについて、奈良県では令和２年４月に「奈良県伐採・更新施業のガイドラ

イン」（以下「ガイドライン」という。)を策定し、森林所有者、林業事業者が伐採・

更新施業を行う際の留意事項をまとめました。

このガイドラインでは、「森と人の共生条例」第１６条に規定する「間伐木を残置



- 20 -

するときの措置」の具体例を示すとともに、同第１７条に規定する「適切な方法によ

る皆伐等」の知事が定める事項が記載されています。特に森林法第１０条の８第１項

及び第２項に規定する伐採・更新に関する手続きの適正化を森林所有者及び林業事業

者に求めていることがポイントです。

(8) 山地の保全と森林の総合的な機能の維持増進

新たな森林環境管理制度では、森林資源生産、防災、生物多様性保全、レクリエー

ションの４機能の発揮を目指しています。中でも防災機能は洪水緩和、表層崩壊防止

及び土砂流出防止効果で果たされるものです。

具体的には、崩れにくい森林や崩壊土砂を受け止める森林の造成を目標に、土壌緊

縛力及び樹幹支持力を増加させることで斜面崩壊に対する補強強度増加や、流下する

土石流、崩落土砂のエネルギー抑制を図ります。

そのためには、適切な森林整備により針葉樹と広葉樹が混交し、地下部分は様々な

根が複雑に張り巡らされ、地上部分は複数の樹種、高さの異なる樹林と草本類に覆わ

れている状態を目標に整備を進めます。

本計画区の大和川地区においては、人家近くの森林が多く、多様な公益的機能の発

揮が期待されています。一方、木津川地区においては、重要な水源の上流に位置して

いるため、森林の防災機能の高度な発揮が求められています。

また、森林の保全のため、保安林の適正配備を計画的に進め、山地災害の未然防止

を図るとともに、荒廃地の復旧など計画的な治山事業を実施することにより、山地の

保全や災害に強い森林づくりを推進します。
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Ⅲ 計 画 事 項

第１ 計画の対象とする森林の区域

市町村別面積 単位 面積：ha

区 分 対象森林面積 備 考

総 数 ６６，７２３

奈 良 市 １２，３０１

大和郡山市 ３９０

天 理 市 ３，２７８

橿 原 市 １４２

桜 井 市 ５，９３６

御 所 市 ２，９１０

生 駒 市 １，８０５

香 芝 市 ５５７

葛 城 市 １，３２２

宇 陀 市 １８，２７３

山 添 村 ４，１０１

平 群 町 １，１１４

三 郷 町 ２７７

斑 鳩 町 ３２０

曽 爾 村 ４，１２８

御 杖 村 ６，９８６

高 取 町 １，２９６

明 日 香 村 １，３２４

上 牧 町 ８２

王 寺 町 １４９

広 陵 町 １０

河 合 町 ２３

注１ 計画の対象とする森林の区域は、森林計画図において表示する区域内の民有林とします。

注２ 本計画の対象森林は、森林法（昭和26年法律第259号）第１０条の２第１項に基づく林地の開発

行為の許可制、同第１０条の７の２第１項の森林の土地の所有者となった旨の届出及び同第１０

条の８第１項に基づく伐採及び伐採後の造林の届出、同第１０条の８第２項に基づく伐採に係る

森林の状況報告及び伐採後の造林に係る森林の状況報告の対象となります。

注３ 森林計画図の縦覧場所は奈良県庁及び当該市町村を所管する農林振興事務所です。

注４ 計画の対象とする森林面積の総数と内訳が一致しないのは四捨五入によるものです。

第２ 森林の整備及び保全に関する基本的な事項

１ 奈良県における森林の４機能ごとの環境管理方針

「森と人の共生条例」に基づく森林の４機能の発揮及び目指すべき森林への誘導に取り組

む中で、全国森林計画に即した森林の持つ多面的機能との関係は、次の「２ 全国森林計画

市
町
村
別
内
訳
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に即した森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項」の

「(1) 森林の整備及び保全の目標」及び「(2)森林の整備及び保全の基本方針」で示す表を

目安とします。

様々な事情・理由により、森林の適切な整備・保全が行われていない施業放置林が県内の

人工林の多くを占めています。

このうち、集落、公道に近接しており、４機能のうち防災機能を充実させる必要がある人

工林について、恒続林に誘導する取組を推進し、施業放置林の解消に取り組むこととします。

その他本計画区内森林の個々の自然条件等に応じた適切な森林施業を行うことで、目指す

べき森林区分に誘導し、森林の有する多面的機能の高度発揮に努めます。

２ 全国森林計画に即した森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する

基本的な事項

全国森林計画に即した森林の持つ多面的機能に応じた整備及び保全の目標及びその

方針を示します。

(1) 森林の整備及び保全の目標

森林の有する機能ごとの森林整備及び保全の基本目標

機 能 の 区 分 望 ま し い 森 林 の 姿

防災機能 水源涵養機能 下層植生とともに樹木の根が発達することによ
かん

り、水を蓄える隙間に富んだ浸透・保水能力の高い

森林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透

を促進する施設等が整備されている森林とする。

山地災害防止機能 下層植生が生育するための空間が確保され、適度

／土壌保全機能 な光が射し込み、下層植生とともに樹木の根が深く

広く発達し、土壌を保持する能力や災害を緩衝する

能力に優れた森林であって、必要に応じて山地災害

を防ぐ施設が整備されている森林とする。

森林資源生 木材等生産機能 林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用

産機能 する上で良好な樹木により構成され、二酸化炭素の

固定量や成長量が高い森林であって、林道等の基盤

施設が適切に整備されている森林とする。

生物多様性 生物多様性保全機能 原生的な森林生態系、奈良県版レッドデータブッ

保全機能 クに記載された希少野生動植物が生息・生育する森

林、水辺や陸地の双方にまたがり特有の生物が生息

・生育する渓畔林とする。

快適環境形成機能 大気の浄化、騒音や風を防ぐ等良好な生活環境を

保全するために、樹高が高く枝葉が多く茂っている

等汚染物質の吸着能力や、騒音や風に対する遮蔽能

力が高く、様々な被害原因に対する抵抗性が高い森

林とする。
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レクリエー 保健・レクリエー 身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に

ション機能 ション機能 管理されるとともに、四季折々の彩りにあふれた多

様な樹種等から構成され、また住民等に憩いと学び

の場を提供している森林であって、必要に応じて保

健・レクリエーション・教育活動に適した施設が整

備されている森林とする。

文化機能 史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観

や歴史的風致を構成している森林であって、必要に

応じて文化・教育的活動に適した施設が整備されて

いる森林とする。

(2) 森林の整備及び保全の基本方針

森林の有する機能ごとの森林整備及び保全の基本方針

森林の有する機能 森林整備及び保全の基本方針

防災機能 水源涵養機能
ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する森林及びかん

地域の水源として重要なため池、湧水地及び渓流等の周

辺に存する森林については、水源涵養機能の維持増進を
かん

図る森林として整備及び保全を推進する。

具体的には、洪水の緩和や良質な水の安定供給を確保

する観点から、適切な保育・間伐を促進しつつ、下層植

生や樹木の根を発達させる施業を基本とするとともに、

伐採に伴って発生する裸地については、縮小及び分散を

図る。また、自然条件等に応じ、天然力も活用した施業

を推進する。

ダム等の利水施設上流部等において、水源涵養の機能
かん

が十全に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管

理を推進することを基本とする。

山地災害防止機能 山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を及ぼすお

／土壌保全機能 それがある森林など、土砂の流出・崩壊その他山地災害

の防備を図る必要のある森林については、山地災害防止

機能／土壌保全機能の維持増進を図る森林として整備及

び保全を推進する。

具体的には、災害に強い安心・安全な県土を形成する

観点から、地形、地質等の条件を考慮した上で、林床の

裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進する。また、自

然条件等に応じ、天然力も活用した施業を推進する。特

に渓畔林については、土砂災害発生時に流木の発生源と

なることから、適切な森林整備を推進するとともに、必

要に応じて広葉樹への樹種転換を図る。

集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域

において、土砂の流出防備等の機能が十全に発揮される

よう、保安林の指定やその適切な管理を推進するととも

に、渓岸の侵食防止や山脚の固定等を図る必要がある場

合には、谷止や土留等の施設の設置を推進することを基

本とする。
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森林資源生 木材等生産機能 林木の生育に適した森林で、効率的な森林施業が可能

産機能 な森林については、木材等生産機能の維持増進を図る森

林として整備を推進する｡

具体的には、木材等の林産物を持続的、安定的かつ効

率的に供給する観点から、森林の健全性を確保し、木材

需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるための適切

な造林、保育及び間伐等を推進することを基本とする。

この場合、施業の集約化や機械化を通じた効率的な整備

を推進することを基本とする。

生物多様性 生物多様性保全機能 全ての森林は多様な生物の生息・生育の場として生

保全機能 物多様性の保全に寄与している。このことを踏まえ、

森林生態系の不確実性を考慮した順応的管理の考え方

に基づき、時間軸を通して適度な攪乱により常に変化

しながらも、一定の広がりにおいてその土地固有の自

然条件等に適した様々な生育段階や樹種から構成され

る森林がバランス良く配置されていることを目指す。

とりわけ、原生的な森林生態系、奈良県版レッドデ

ータブックに記載された希少野生動植物が生息・生育

する森林、水辺や陸地の双方にまたがり特有の生物が

生息・生育する渓畔林などの属地的に機能の発揮が求

められる森林については、生物多様性保全機能の維持

増進を図る森林として保全する。また、野生生物のた

めの回廊の確保にも配慮した適切な保全を推進する。

快適環境形成機能 県民の日常生活に密接な関わりを持つ里山林等であっ

て、騒音や粉塵等の影響を緩和する森林及び森林の所在

する位置、気象条件等からみて風害、霧害等の気象災害

を防止する効果が高い森林については、快適環境形成機

能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進す

る。

具体的には、地域の快適な生活環境を保全する観点

から、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な

森林の構成の維持を基本とし、樹種の多様性を増進す

る彩り豊かな森林とする施業や適切な保育・間伐等を

推進する。

快適な環境の保全のための保安林の指定やその適切

な管理、防風等に重要な役割を果たしている森林の保

全を推進する。

レクリエー 保健・レクリエー 観光的に魅力ある高原、渓谷等の自然景観や植物群

ション機能 ション機能 落を有する森林､キャンプ場や森林公園等の施設を伴う

森林など、県民の保健・教育的利用等に適した森林

については、保健・レクリエーション機能の維持増進を

図る森林として整備及び保全を推進する。

具体的には、県民に憩いと学びの場を提供する観点

から、自然条件等に応じ広葉樹の導入を図るととも

に、彩り豊かな樹種からなる森林整備を推進する。ま

た、保健等のための保安林の指定やその適切な管理を推

進する。
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レクリエー 文化機能 史跡、名勝等の所在する森林や、これらと一体とな

ション機能 り優れた自然景観等を形成する森林については、潤いあ

る自然景観や歴史的風致を構成する観点から、文化機能

の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。

具体的には、美的景観の維持・形成に配慮した森林

整備を推進する。

また、風致の保存のための保安林の指定やその適切

な管理を推進する。

注１：森林の有する多面的機能については、地形条件、気象条件及び森林の種類等により発揮される

効果は異なり、また、洪水や渇水を防ぐ役割については、人為的に制御できないため、期待さ

れる時に必ずしも常に効果が発揮されるものではないことに留意する必要があります。

２：これらの機能以外に森林の有する多面的機能として地球環境保全機能があるが、これについて

は、二酸化炭素の固定、蒸散発散作用等の森林の働きが保たれることによって発揮される属地

性のない機能であることに留意する必要があります。

(3) 計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等

単位 面積:ha 蓄積 ㎥/ha

区 分 現 況 計 画 期 末

面 育成単層林 ４５，０２９ ４５，０２２

育成複層林 ５２ １１７

積 天 然 生 林 １９，９９９ １９，８８１

森 林 蓄 積 ２４７ ２６９

（育成単層林）

森林を構成する林木を皆伐により伐採し、単一の樹冠層を構成する森林として人為注１

により成立させ維持される森林。

例えば、植栽によるスギ・ヒノキ等からなる森林（適正人工林）。

（育成複層林）

森林を構成する林木を択伐等により伐採し、複数の樹冠層注２を構成する森林として人

為により成立させ維持される森林。

例えば、地域の特性に応じた種類の樹木が異なる樹齢及び高さの状態の森林（恒続林）。

（天然生林）

主として天然力注３を活用することにより成立させ維持される森林注４。

例えば、天然更新によるシイ、カシ、ブナ、ナラ類等からなる森林（自然林、天然林）。

注１:「人為」とは、目的に応じ、植栽、更新補助(天然下種更新のための地表のかきおこし・刈払い等）、芽

かき、下刈、除伐等の保育及び間伐等の作業を行うこと。

注２:「複数の樹冠層」とは、林齢や樹種の違いから樹木の高さが異なることにより生ずるもの。

注３:「天然力」とは、自然に散布された種子が発芽・生育することをいう。

注４:「天然生林」には、未立木地、竹林等を含む。
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第３ 森林の整備に関する事項

１ 森林の立木竹の伐採及び更新に関する事項 （間伐に関する事項を除く）

本県では「森と人の共生条例」のもと、森林環境の維持向上に取り組むため具体的な作業

方法、特に間伐木の処理、皆伐における留意点及び皆伐跡地の確実な更新を確保することな

ど、森林所有者及び林業事業者が留意すべき事項をまとめた「ガイドライン」を作成してい

ます。

市町村森林整備計画の策定にあたっては，この「ガイドライン」を遵守するほか、次の事

項を指針として、市町村内の気候、地形、土壌等の自然条件、森林資源の構成、森林に対す

る社会的要請、施業制限の有無及び木材需要等を考慮して計画事項を定めるものとします。

(1) 立木の伐採（主伐）の標準的な方法に関する指針

立木竹の伐採のうち主伐については、更新を伴う伐採であり、あらかじめ適切な更新の

方法を定め、その方法を考慮して伐採を行うこととします。その方法については、皆伐又

は択伐によるものとします。なお、伐採跡地については流域の自然条件や前生樹等に応じ

人工造林又は天然更新を実施します。

なお、立木の伐採（主伐) の標準的な方法は、市町村森林整備計画において立木の伐採

（主伐）を行う際の規範として個々に定められます。

ア 人工林

(ｱ) 皆 伐

伐採にあたっては適切な伐採区域の形状に配慮し、林地の保全、落石等の防止、寒

風害等の各種被害の防止及び風致の維持のため必要がある場合には所要の保護樹帯の

設置等を行うこととします。また、１カ所あたりの伐採面積については２０ｈａを超

えないこととします。人工林の主伐は樹種ごとの生産目標に対応する径級に達した時

期に行うものとしますが、本計画区における主伐の時期は下表を目安として定めます。

標 準 的 な 施 業 体 系

地 区 樹 種 生産目標 仕立方法 期待径級(cm) 目 安 (年)

磨 丸 太 密 仕 立 ８～２０ １０～３０

全 域 ス ギ 一般建築材 密中仕立 ３０ ５０

一般造作材 密中仕立 ３８ ８０

ヒノキ 一般建築材 密中仕立 ２０ ５５

一般造作材 密中仕立 ２６ ９０

主伐の時期については、流域の自然条件、森林資源の賦存状況、多様な木材需要の

動向等を考慮し、森林の多面的機能の発揮に配慮しつつ、木材等資源の効率的な循環

・利用を考慮して、多様化・長伐期化を図るものとします。

(ｲ) 択 伐

伐採にあたっては森林の有する多面的機能の維持増進を図るため、単木・帯状又は

樹群を単位とし、伐採区域全体において概ね均等な割合で伐採を行い、一定の立木材

積を維持することとします。複層状態の森林に確実に誘導する観点から、天然更新が



- 27 -

困難な場合には植栽による更新を図ることとします。

イ 天然林

(ｱ) 皆 伐

天然下種による更新又はぼう芽による更新が確実な森林について対象とします。

アカマツ等の森林であって、天然下種による更新が確実な林分では１箇所当たり

の伐採面積の規模及び伐採箇所の分散に配慮することとします。また、クヌギ、コナ

ラ等の森林であって、ぼう芽により更新し、短伐期の伐採を繰り返し行ってきた林分

では、森林生産力の維持増進を図るため、原則として標準伐期齢を下回る林齢による

伐採は避けることとします。また、１カ所あたりの伐採面積については２０ｈａを超

えないこととします。

(ｲ) 択 伐

複層林施業又は天然生林における更新を対象とします。

確実な更新を確保するため、伐採区域の形状、伐採面積の規模、母樹の保護等につ

いて配慮するとともに、伐採時期については、天然稚樹の生育状況及び種子の結実状

況等を考慮し適切な時期を選定するものとします。

また、気候、地形、土壌等の自然的条件、林業技術体系等からみて、主として天然

力を活用することにより適確な更新及び森林の諸機能の維持増進が図られる森林につ

いては、伐採に当たり自然的条件を踏まえ、森林を構成している樹種、林分構造等を

考慮して行うこととします。県土の保全、自然環境の保全、種の保存等のため、禁伐

その他の施業を行う必要のある森林については、その目的に応じて適切な施業を行う

ものとします。

(2) 立木の標準伐期齢に関する指針

主伐は樹種ごとの生産目標に対応する径級に達した時期に行うものとしますが、本計画

区における主伐の時期は、「第３－１－(1)－ア－(ｱ)」に示す表を目安として定めます。

立木の標準伐期齢は、平均成長量が最大となる林齢を基準に、森林の有する公益的機能等

を考慮し、地域の標準的な立木の伐採（主伐）の時期として、市町村森林整備計画において

定められます。また、エリートツリーや特定母樹などが調達可能な地域では、その特性に対

応した標準伐期齢の設定を検討します。

ただし、地域を通じた立木の伐採を対象とする下限の目安として、制限林の伐採規制等の

ほか、森林経営計画の間伐の基準や立木の評価基準に用いられるものであり、標準伐期齢に

達した森林の伐採を義務付けるための林齢ではありません。

標 準 伐 期 齢 単位 林齢：年

樹 種

地 区 その他 主として天然下種によって 主として萌芽によって生

スギ ヒノキ マツ クヌギ 針葉樹 生立するその他広葉樹 立するその他広葉樹

全 域 ４０ ４５ ４０ １５ ４５ ４５ ２０

※ 平均成長量：総成長量を成長期間で除したもの。
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(3) その他必要な事項

ア 主伐を見合わせるべき立木の樹種ごとの年齢

幼齢林の主伐は、森林の自然条件を悪化させ、森林の生産力を低下させる要因となり

ます。従って、下表に記した林齢に満たない森林は主伐を見合わせる林分とします。た

だし、下記の①～⑤の森林は除外します。

単位 林齢：年

地 区 ス ギ 磨丸太仕立スギ ヒノキ マツ類

全 域 ２５ １０ ２５ ２５

① 保安林、保安施設地区の森林、森林法施行規則第１０条に掲げる森林であって伐採

について禁止され、又は伐採の年齢につき制限をうけているもの。

② 特用林及び自家用林

③ 樹種及び林相の改良が予定されている森林

④ 試験研究の目的に供している森林及びその他これに準ずる森林

⑤ その他、幼齢林の伐採による弊害がないと認められる森林

２ 造林に関する事項

伐採跡地の更新については、次の(1)～(3)によるもののほか、「ガイドライン」を遵守し確

実な更新を図るものとします。

(1) 人工造林に関する指針

人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機能の発揮

の必要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等の生産機能の発揮が期待さ

れ、将来にわたり育成単層林として維持する森林において行うこととします。

ア 人工造林の対象樹種に関する指針

人工造林樹種は、適地適木に配慮しながら自然条件等、地域における造林種苗の需給

動向及び木材の需要動向等を考慮しながら選定し、選択の規範は市町村森林整備計画に

おいて個々に定められます。これを定めるにあたっては、多様な森林の整備及び保全を

図る観点から、地域の自然条件と造林樹種の特質、地域における既往の成林樹種、施業

体系等を考慮しながら樹種の選定が行われるように留意します。また、活着率の高さや

植栽時期を選ばないなどの優位性のあるコンテナ苗の利用も推進します。

人工造林対象樹種としては、スギ、ヒノキ、アカマツ、クヌギ、コナラ、ヤマザクラ、

カエデ類及びケヤキを標準的な樹種とします。ただし、スギ、ヒノキ、アカマツについ

ては、林業種苗法によって指定された母樹林及び母樹から採取した種子、さし穂で養成

したものを用います。さらに、苗木の選定については、エリートツリーや特定母樹など

の成長が優れた苗木や少花粉スギ等の花粉症対策に資する苗木の増加に努めます。

イ 人工造林の標準的な方法に関する指針
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森林の確実な更新を図ることを旨とし、自然条件等、既往の造林方法等を考慮して多

様な施業体系や生産目標に対応した植栽本数の適用を促すとともに、伐採と造林の一貫

作業システム、低密度植栽の推進に努めます。

なお、人工造林の標準的な方法については、造林を行う際の規範として市町村森林整

備計画において個々に定められます。

(ｱ) 植栽本数

植栽本数は、主要樹種について下表の植栽本数を標準として、地域の実情、自然的

・社会的条件や生産目標を考慮して定めるものとします。

樹 種 仕立方法 植栽本数（本／ha）

密 仕 立 ６，０００

ス ギ 中 仕 立 ４，０００

粗 仕 立 ２，０００～３，０００

密 仕 立 ６，０００

ヒ ノ キ 中 仕 立 ４，０００

粗 仕 立 ２，０００～３，０００

そ の 他 慣行の植栽本数

(ｲ) 標準的な方法の指針

皆伐地において、地拵えについては伐採木及び枝条等が植栽や保育作業の支障とな

らないよう整理するとともに、林地の保全に配慮します。植付けについては、気候そ

の他の自然条件等を考慮して定めます。なお、複層林化等を図る場合には上層木の適

度な伐採を実施したのち、下層木としてスギ、ヒノキ又はその他耐陰性樹種を植栽す

る上で、植栽本数及び植栽樹種は、下層木が上層木となったときの状況を考慮して決

定します。

また、恒続林又は自然林について、小面積の群状又は帯状の伐採跡地において最終

的に想定する林況を考慮の上、地域特性に応じた樹種及び植栽本数を選択することと

します。

ウ 伐採跡地の人工造林をすべき期間に関する指針

森林資源の積極的な造成を図り、林地の荒廃を防止するため、市町村森林整備計画に

おいて、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められている森林におい

て皆伐による主伐を行った場合は、伐採の翌年度の初日から起算して２年以内に人工造

林による植栽を行うものとし、択伐による伐採を行った場合は、５年以内に人工造林に

よる植栽を行うものとします。

また、それ以外の森林において人工造林を行う場合も、植栽によらなければ適確な更

新が困難な森林に準ずるものとします。

(2) 天然更新に関する指針

天然更新については、前生稚樹の生育状況、母樹の存在など森林の現況、気候、地形、

土壌等の自然条件、林業技術体系等からみて、主として天然力の活用により適確な更新が
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図られる森林において行うこととし、巻末に掲載している「天然更新完了基準」を参考に

して、市町村森林整備計画で定める基準に基づき更新の完了を判断するものとします。な

お、必要に応じて刈出し等の補助作業や補植を行うことにより確実に成林させるものとし

ます。

また、伐採の一定期間後に更新を確認し、更新が十分に行われていない場合は発生した

稚樹の生育を促進するため、刈出しを行うほか、更新の不十分な箇所には植栽を行うなど

確実な更新を図るものとします。

ア 天然更新の対象樹種に関する指針

天然更新補助作業の対象樹種は、アカマツ、ナラ類、その他有用広葉樹を主体に地域

の特性に応じて選定し、選択の規範は市町村森林整備計画において個々に定められます。

定めるにあたっては、多様な森林の整備及び保全を図る観点から、地域の自然条件と

造林樹種の特質、地域における既往の成林樹種、施業体系等を考慮しながら樹種の選定

が行われるよう留意します。なお、ぼう芽更新が可能な樹種はシイ・カシ・ナラ類とし

ます。品種については、特に定めません。

イ 天然更新の標準的な方法に関する指針

天然更新後の期待成立本数は6,500本/haとします。また、後継樹が林地全体にわたり

2,000本/ha以上存在している状態をもって更新完了とします。

アカマツ等の天然下種更新による更新を図る森林において、ササ等の繁茂や枝条類の

堆積により下層木の生育が不良な場合は必要に応じて地表かき起こし、播種等の更新補

助作業を行います。

クヌギ、コナラ等のぼう芽による更新を図る森林において、生育が不十分な箇所につ

いては、必要に応じて芽かき、植え込み等の更新補助作業を行います。

伐採跡地については「天然更新完了基準」を用いて更新状況の確認を行うとともに、

伐採の翌年度の初日から起算して５年を経過しても更新完了基準を満たすことができな

い森林については、追加的な天然更新補助作業等（人工植栽等）の実施を検討し、確実

な更新を図ります。

天然更新の標準的な方法は、天然更新を行う際の規範として市町村森林整備計画にお

いて個々に定められます。

ウ 伐採跡地の天然更新をすべき期間に関する指針

森林資源の積極的な造成を図り林地の荒廃を防止するため、天然更新によるものは速

やかに更新を図るものとします。また、更新が図りがたいところは、補植等により確実

な更新を図るものとします。

伐採跡地の天然更新をすべき期間は、天然更新を行う際の規範として、市町村森林整

備計画において伐採の翌年度の初日から起算した５年を超えない期間で定められます。

(3) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針

気候、地形、土壌条件及び周辺の伐採跡地の天然更新状況等を踏まえ、ぼう芽更新に適

した立木や、天然下種更新に必要な種子を供給する母樹の賦存状況、天然更新に必要な稚
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幼樹の生育状況、林床や地表の状況、病虫獣害の被害の発生等の観点から天然更新が期待

できない森林については、植栽により適確な更新を確保することとします。

なお、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準は、市町村森林整備計画にお

いて個々に定めるものとします。

３ 間伐及び保育に関する事項

間伐及び保育については、次の(1)～(3)によるもののほか、「ガイドライン」を遵守し適

切な施業を行うものとします。

(1) 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に関する指針

林木の健全な育成及び優良材の生産と森林の持つ公益的機能の維持増進を図るため、次

の基準により行います。

なお、間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法は、間伐を行う際の規範

として、市町村森林整備計画において個々に定められます。

間伐時期（年）

施業 樹種 施 業 体 系 初 ２ ３ ４ ５ 間 伐 の 方 法

回 回 回 回 回

一般的な利用伐期である平均 劣勢木及び上層木の

20年生時の立木本数2,800本 うち、形質不良木や損

～3,200本より間伐を開始、 20 27 34 傷木、枯損木等を主体

ス ギ 間伐の繰り返し期間7～8年、

～ ～

－ － に形質不良木等に偏る

標準伐期齢40年までに3回実 30 40 ことなく、残存木の配

単層林施業 施する。 置を考慮して間伐木を

一般的な利用伐期である平均 選定する。毎回の間伐

20年生時の立木本数2,800本 本数はその時の立木本

～4,200本より間伐を開始、 22 30 40 数の20～30％を目途と

ヒノキ 間伐の繰り返し期間は7～10

～ ～ ～

－ － する。また施業の省力

年、標準伐期齢45年までに3 25 35 45 化・効率化が図られる

回実施する。 場合は列状間伐の導入

を検討することとす

る。

複層林施業 除間伐は、一斉林での選木方法や間伐率に加えて、林内の明るさを考慮して行う。下

層木の除間伐はその状態を見て必要がある場合に行う。

(2) 保育の標準的な方法に関する指針

この計画区の既往の保育条件を参考にし、主要樹種(スギ・ヒノキ)について次の基準により行

います。

なお、保育の標準的な方法は、保育を行う際の規範として、市町村森林整備計画において個々

に定められます。



- 32 -

実施年齢・回数

施 業 保育の 樹 種 初 ２ ３ ４ ５ 備 考

種 類 回 回 回 回 回

下刈りは、植栽後樹高成長を開始し、雑草

木類と競合が始まる時期から雑草木類の繁茂

7 14 の状況に応じて、植栽後３年生まで１～２回

ス ギ

～

－ － － 刈りを行い、以後６～７年生まで１回刈りを

8 行う。通常、１回刈りの場合７月上旬から８

下刈り 月中旬まで、２回刈りの場合６月から９月中

単層林施業 つる切り 旬にかけて実施する。なお、植栽木の生育状

除 伐 況や雑草木類の繁茂の状況から、施業の省力

化・効率化が図られる場合は下刈り回数を減

8 15 らすことを検討することとする。下刈り終了

ヒノキ

～ ～

－ － － から２～３年経過後、除伐は７月頃を目安に

17 16 行い、林冠がうっ閉し、林木相互に競争が生

じた時期に発育不良木、損傷木、過密木、樹

勢に欠点のある林木を中心として１～２回、

10～25％の伐採を行う。除伐時には併せてつ

る切りも行い、林木の適正な育成を図る。

8 10 14 18 － 林分の樹冠のうっ閉後、除間伐と平行して

ス ギ

～ ～ ～

行い、２～４回実施し、材の変色等挽材にし

単層林施業 枝打ち 14 20 25 たとき欠点の出ないよう作業実施時期、程度

9 15 20 25 に注意して慎重な作業を行う必要がある。

ヒノキ

～ ～ ～ ～

－

10 17 24 31

複層林施業 下刈り、つる切りの実施については、現地の状態に応じて判断する。また、枝打ち

は、生育状況に応じて実施する。

間伐又は保育が適正に実施されていない森林であって、これらを早急に実施する必要の

あるものについては、実施すべき間伐又は保育の方法及び時期を具体的に定め、積極的に

推進を図ります。

(3) その他必要な事項

集約化による効率的な木材生産を行う大規模集約化団地においては、間伐を計画的・総

合的に推進し、積極的な木材生産を行うため、間伐実施の支援、路網整備や施業に応じた

林業機械の導入を図り、重点的に支援を行います。

４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項

(1) 公益的機能別施業森林の区域の基準及び当該区域内における森林施業の方法に関す

る指針

ア 区域の設定の基準に関する指針

森林の主な機能は、水源涵養機能、山地災害防止機能／土壌保全機能、快適環境形成
かん

機能、保健・レクリエーション機能、文化機能からなる公益的機能及び木材等生産機能
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に大別されます。その機能を十分に発揮できるよう森林の整備及び保全を進めることと

し、期待する機能の発揮に向けた施業が相反する場合以外は、複数の機能を期待する森

林として取り扱うことも可能とします。なお、生物多様性保全機能は、風倒等の自然的

な要因や伐採により、時とともに変化しながらも一定の広がりにおいて、様々な生育段

階や樹種から構成される森林が相互に関係しつつ発揮される機能です。その区域設定の

対象は、属地的に原生的な森林生態系や希少な生物が生息・生育する森林などです。各

機能に応じた森林の望ましい姿については、「第２－２－（１）森林の整備及び保全の

目標」に示すとおりとします。これら森林の持つ機能を踏まえた上で公益的機能別施業

森林における区域の設定基準を下記のとおりとします。

(ｱ) 水源涵養機能維持増進森林
かん

水源涵養機能の森林を基礎とし、ダムの集水域や主要な河川の上流に位置する水源
かん

地周辺の森林や水源かん養保安林、その他保安林（防火保安林、保健保安林、風致保

安林は除く）により機能の高度発揮を目的として施業に制限が設けられている森林を

考慮して区域を設定します。

(ｲ) 山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林

山地災害防止機能／土壌保全機能を基礎とし、山腹崩壊等により人命や人家等施設

に被害を及ぼす恐れのある森林や土砂流出防備保安林、その他保安林（防火保安林、

保健保安林、風致保安林は除く）及び急傾斜地崩壊危険区域等法令により機能の高度

発揮を目的として施業に制限が設けられている森林を考慮して区域を設定します。

(ｳ) 快適環境形成機能維持増進森林

快適環境形成機能を基礎とし、都市近郊や里山等地域住民の生活に密接に関わりを

持った森林や植栽による彩りのある森林であって、郷土樹種を中心とした安定した林

相をなしている森林を考慮して区域を設定します。

(ｴ) 保健機能維持増進森林

保健・レクリエーション機能や文化機能を基礎とし、湖沼、渓谷、史跡・名勝等と

一体となって優れた自然美を構成する多様な樹種からなる森林や、森林とのふれあい

や自発的な森林づくり活動を通じた環境教育や健康づくりの場として利用される森林

を考慮して区域を設定します。

イ 森林施業の方法に関する指針

次の(ｱ)～(ｴ)によるもののほか、「ガイドライン」を遵守し適切な施業を行うものと

します。

(ｱ) 水源涵養機能維持増進森林
かん

良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進しつつ、下層植

生や樹木の根を発達させる施業を基本とします。また、更新時に林床が裸地化する面

積及び期間を縮小するため、森林の面的広がりやモザイク的配置に留意し、伐期の間
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隔を拡大するとともに、皆伐を行う場合は伐採後の更新未完了の面積（伐区）が連続

して２０ｈａを超えないこととします。自然条件や地域の実情によっては、複層林施

業や天然力を活用した施業を推進することとします。

ダム等の利水施設上流部等において、水源涵養の機能が十全に発揮されるよう、保
かん

安林の指定やその適切な管理を推進します。

(ｲ) 山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林

災害に強い県土を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮した上で、林床の

裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進することとします。また、自然条件や地域の

実情に応じ、複層林施業や天然力を活用した施業を推進することとします。

集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域において、崩壊防止や崩壊土

砂抑止の機能が十全に発揮されるよう、広葉樹植栽等による針広混交化施業も取り入

れながら、保安林の指定やその適切な管理を推進するとともに、渓岸の侵食防止や山

脚の固定等を図る必要がある場合には、渓間工や山腹工等の保全施設の設置を行いま

す。渓畔林については、土砂災害発生時に流木の発生源となることから、適切な森林

整備を推進するとともに、必要に応じて広葉樹への樹種転換を検討します。

(ｳ) 快適環境形成機能維持増進森林

地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や大気の浄化のため

に有効な森林の構成の維持を基本とし、択伐等による森林構成の維持を基本とした施

業を継続的に実施するほか、樹種の多様性を増進する彩り豊かな森林とする施業や適

正な保育・間伐等を推進するとともに、樹種の選定や立木の密度等を配慮した更新、

快適な環境の保全のための保安林の指定やその適切な管理を推進することとします。

(ｴ) 保健機能維持増進森林

住民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条件や地域のニーズに応じ広葉樹

の導入を図る等の多様な森林整備を推進することとします。快適な森林環境や優れた

森林景観を保全又は創出するため、森林構成の多様化や景観の向上に配慮した天然生

林の維持、郷土樹種を基本とした花木や広葉樹との混交も考慮に入れた複層林施業、

人工林の有する美的景観を確保する必要のある森林における景観維持のための施業を

推進することとします。また、保健、風致の保存等のための保安林の指定やその適切

な管理を推進することとします。なお、特に地域独自の景観等が求められる森林にお

いて、風致の優れた森林の維持又は造成のために特定の広葉樹を育成する森林施業を

行うことが必要な場合には、特定広葉樹育成の施業を推進する森林として定めること

とします。

なお、山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林、快適環境形成機能維持増進

森林及び保健機能維持増進森林については、自然条件に応じて複層林施業を行うほか、

更新時に林床が裸地化する面積及び期間を縮小するため、森林の面的広がりやモザイ

ク的配置に留意し、１ヶ所当たりの伐採面積の縮小、分散及び伐採年齢の長期化を図

ることとします。
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① 複層林施業を推進すべき森林については、伐採率の上限は７０％、標準伐期齢時

点の立木材積の５０％以上の立木材積を確保することとします。なお、特にその機

能の発揮が求められるものについては、択伐による複層林施業を行うこととし、択

伐率の上限を３０％（植栽による更新が必要な森林にあっては４０％）とします。

また、常に一定以上の蓄積を確保することとし、標準伐期齢時点の立木材積の７０

％以上の立木材積を確保されるよう適切な保育、間伐を実施するものとします。

② 天然生林においては、ぼう芽更新が可能となる伐採の方法による場合においての

み皆伐が認められることとし、それ以外の天然生林にあっては、伐採にあたり母樹

の配置等を考慮するとともに伐採率を７０％以下とします。

③ 適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の林分においても機能の確保が可能な

場合は長伐期施業を行えることとします。なお、主伐の基準としては、長伐期施業

を推進すべき森林（おおむね標準伐期齢の２倍以上の林齢で主伐を行う森林）につ

いては、標準伐期齢×２の林齢以上で伐採を行うこととします。ただし、市町村長

が地域における皆伐の時期等を考慮して当該林齢（標準伐期齢×２）の２割の範囲

内で延長又は短縮した伐期齢を定めた場合にあっては、その伐期齢以上とします。

皆伐によるものについては、伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を図ること

とします。

(2) 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域の基準及

び当該区域内における施業の方法に関する指針

ア 区域の設定の基準

林道等の基盤施設が適切に整備されている、若しくは整備される予定があり、造林、

保育及び間伐を推進することにより、木材需要に応じた樹種、径級の木材生産が期待で

きる森林について区域を設定します。またこの区域のうち、林地生産力が高く、傾斜が

比較的緩やかで林道等や集落からの距離が近いなど、特に効率的な施業が可能な条件に

ある森林においては、「特に効率的な施業が可能な森林」として必要に応じて区域を設

定します。森林の望ましい姿については、「第２－２－（１）森林の整備及び保全の目

標」に示すとおりとします。なお、第３－４－（１）－アで示す公益的機能別施業森林

の区域と重複する場合は、それぞれの機能に支障がないように設定することとします。

イ 施業の方法に関する指針

木材等生産機能維持増進森林においては、単層林施業を主体とし、森林の公益的機能

の発揮に留意しつつ、路網整備、森林施業の集約化・機械化等を通じた効率的な森林整

備を推進することとします。また特に効率的な施業が可能な森林における人工林の伐採

後は、原則、植栽による更新を行うこととします。

また、森林の齢級構成、林道の整備状況等地域の実情からみて、公益的機能の維持増

進を図るために必要かつ適正と見込まれる場合は、土壌の保全等を特に図る観点から、

標準伐期齢のおおむね２倍以上に相当とする林齢を超える林齢において主伐を行う長伐

期施業や常に一定以上の蓄積を維持する複層林施業の推進を図ることとします。

その他「ガイドライン」を遵守し、適切な伐採・更新が確保された施業を行うものと

します。
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(ｱ) 長伐期施業

公益的機能をより高度に発揮させるとともに大径材の生産を目標とし、主伐の時期

は標準伐期齢の概ね２倍の林齢以上の時期とします。下層植生を適正に維持するため

に間伐を実施し、林内照度の低下を防止することとします。

また、立木の伐り過ぎによる公益的機能の低下を防ぐため、一定の蓄積を維持でき

るよう成長量相当分を間伐として伐採することとします。伐採跡地については、早期

更新を確保するため主伐の翌年度の初日から起算して２年以内に植栽するものとしま

す。

(ｲ) 複層林施業

複層林の造成に当たっては、当該森林の更新が概ね期待できる林齢に達した森林に

ついて適度な主伐を実施し、下層木植栽を行います。主伐後の伐採跡地については、

早期更新を確保するため主伐の翌年度の初日から起算して５年以内に植栽するものと

します。

複層林は、形状比が大きくなり冠雪害に対する抵抗力が低いことに留意する必要が

あります。造成後は、下層木の適確な生育を確保することと公益的機能の低下を防止

するため、一定の蓄積が常に維持されるよう適切な保育、間伐を実施するものとしま

す。

５ 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項

(1) 林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方

林道等路網の開設及び改良については、傾斜等の自然条件、事業量のまとまり等地域の

特性に応じて環境負荷の低減に配慮し、木材の搬出や多様な森林への誘導等に必要な森林

施業を効果的かつ効率的に実施するため、一般車両の走行を想定する「林道」、主として

森林施業用の車両の走行を想定する「林業専用道」、集材や造材等の作業を行う林業機械

の走行を想定する「森林作業道」からなる路網と施業に応じた林業機械を組み合わせた低

コストで効率的な作業システムに対応したものとします。

奈良県森と人の共生推進課資料
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機 能 区 分 林道等の開設及び改良の考え方

水源涵養機能等の維持向上のため積極的な施業を実施すべ
かん

防災機能 水源涵養機能 き森林で、恒続林又は適正人工林においては、高密な路網を
かん

整備し、施業に応じた林業機械導入により利用間伐を行う低

コスト集約化施業の推進を図ります。開設及び改良に当たっ

ては伐開幅を運搬車両が通行しうる必要最小限の幅員に抑制

し、必要に応じて排水勾配の工夫や排水対策に資する施設を

山地災害防止機能 設置することにより、費用の縮減や土壌の流出防止に配慮す

／土壌保全機能 る取組を行うものとします。特に急傾斜地等崩壊の危険性が

高い個所は回避し整備することとします。

また、自然林又は天然林においては、機能の維持を図るた

め既存の路網を活用しつつ必要な範囲で低コストでの路網の

開設及び改良を行うこととします。

森林資源生産 木材等生産機能 林道等と継続的な使用に供する作業道等の適切な組み合わ

機能 せによる林内路網の整備を推進します。作業システムに対応

する路網整備を図ることとし、車両系作業システムを主体と

する施業を行う森林においては、低コスト集約化施業による

利用間伐を行うため、林業機械の導入を前提とした森林作業

道を主体に高密路網を整備します。また、架線系作業システ

ムを主体とする施業を行う森林においては、集材・運材等の

林業機械の走行を想定する作業効率に配慮した簡易な森林作

業道等を設置するものとします。

森林作業道の開設及び改良に当たっては「奈良型作業道開

設基準」等を踏まえ、伐開幅を運搬車両が通行しうる必要最

小限の幅員に抑制し、必要に応じて排水勾配の工夫や路側構

造物、排水対策に資する施設を設置することにより、費用の

縮減や土壌の流出防止に配慮する取組を行うものとします。

生物多様性保 生物多様性保全機能 都市近郊や里山等地域住民の生活に密接に関わりを持った

全機能 彩りのある森林、森林とのふれあいや自発的な森林づくり活

快適環境形成機能 動を通じた環境教育や健康づくりの場として利用される森林

において、森林へのアクセス等に必要な路網の整備を行う場

合には、利用者の利便性等を確保すべき観点に加え、景観や

レクリエー 保健・レクリエー 生態系の保全に配慮した線形、構造及び施設を選択するもの

ション機能 ション機能 とします。

また、湖沼、渓谷、史跡・名勝等と一体となって優れた自

文化機能 然美を構成する森林や生態系の保全が特に求められる森林に

ついては、新たな林道の開設を回避する等、森林の管理上必

要最小限の整備とします。
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○基幹路網の現状

単位 延長：km

区分 路線数 延長

基幹路網 １３０ １７４

うち林業専用道 ０ ０

奈良県森林資源生産課資料

(2) 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な考

え方

開設する林道の路線位置については、県土の保全、自然環境の保全等の公益的機能の維

持について配慮するとともに円滑な交通と安全の確保に考慮します。また、林業用車両の

大型化や、災害の激甚化等に対応できるよう、林道の改良について計画的に推進すること

とし、既設林道等と継続的な使用に供する作業道等の適切な組み合わせによる林内路網の

整備を推進します。効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準については、地形

傾斜、 作業システムに応じて下記のとおりとします。

単 位 路網密度：ｍ／ha

区 分 作業システム 路 網 密 度

基 幹 路 網

緩傾斜地（ 0～15°） 車両系作業システム １００以上 ３５以上

中傾斜地（15～30°） 車両系作業システム ７５以上 ２５以上

架線系作業システム ２５以上 ２５以上

急傾斜地（30～35°） 車両系作業システム ６０以上 １５以上

架線系作業システム １５以上 １５以上

急 峻 地（35°～ ） 車両系作業システム 必要に応じて －

架線系作業システム ５以上 ５以上

注１：「架線系作業システム」とは、林内に架設したワイヤーロープに取り付けた搬器等を移動させ

て木材を吊り上げて集積するシステムで、タワーヤーダ等を活用する。

２：「車両系作業システム」とは、林内にワイヤーロープを架設せず、車両系の林業機械により林

内の路網を移動しながら木材を集積、運搬するシステムで、フォワーダ等を活用する。

(3) 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域(路網整備等推進区域)の基本的

な考え方

作業システムに対応するために既設林道等と新規開設を組み合わせた路網整備を図るこ

ととし、車両系作業システムを主体とする施業を行う森林においては、低コスト集約化施

業による利用間伐を行うため、基幹路網と組み合わせた林業機械の導入を前提とした森林

作業道を主体に高密度路網を整備します。また、架線系作業システムを主体とする施業を

行う森林においては、集材・運材等の林業機械の走行を想定する作業効率に配慮した簡易
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な森林作業道等を設置するものとします。

特に森林作業道については、奈良県の急峻な地形、脆弱な地質、日本有数の多雨地域等

の自然特性を踏まえて、壊れにくくランニングコストが少なく、繰り返し長期的に使用で

きる「奈良型作業道」での開設を積極的に推進します。

集約化による効率的な木材生産を行う大規模集約化団地では、他産地と競合できるレベ

ルでの低コスト集約化施業を推進することとします。なお、大規模集約化団地においては、

既設林道、林業専用道、森林作業道等を含めて、路網密度５０ｍ / ha以上の路網を設置

し、施業に応じた林業機械の導入、生産コストの低減と持続可能で安定的な県産材の供給

が可能となる基盤整備の確立を図ることを目指します。

＜奈良型作業道の特徴＞

・奈良県の密植・多間伐施業にあった繰り返し使用できる作業道

・間伐材を使用した丸太組構造物を設置

・ウインチ付きグラップル＋２トントラック等の奈良県の地形にあった作業システムに

おいて、丈夫で使いやすい構造（路線線形、切取法高、路面処理工・土留丸太組等丸

太構造物）

・施業区域の路網の中で中心的役割を担う、より高規格で耐久性の高い作業道として位

置付けされる作業道

(4) 路網の規格・構造についての基本的な考え方

路網の規格・構造については、林道規程(昭和４８年４月１日４８林野道第１０７号林野

庁長官通知) 、林業専用道作設指針(平成２２年９月４日２２林整整第６０２号林野庁長官

通知）及び森林作業道作設指針(平成２２年１１月1７日林整整第６５６号林野庁長官通

知)を基本とし、円滑な交通と安全の確保に考慮したものとします。また林業専用道及び作

業道の開設にあたっては、奈良県林業専用道作設指針、奈良県森林作業道作設指針(平成２

３年４月１日森第１３７号)、及び奈良型作業道開設基準(平成２３年８月２３日林第３７８

号)により行うものとします。

(5) 路網の維持管理についての基本的な考え方

路網のうち、市町村が管理する林道において、既設のトンネルや橋梁などの構造物につ

いては、老朽化が進んでいる等の優先度の高いものを中心に点検診断を行い、必要な修繕

等を計画的に実施することによって通行の安全を確保することとします。

また、これらの取り組みを通じて得られた施設の状態や対策の履歴等の情報を適確に記

録・更新していくことで、次期の効果的かつ効率的な維持管理・更新につなげる「メンテ

ナンスサイクル」の構築を図り、施設の長寿命化を図ることとします。

(6) 林産物の搬出方法等

ア 林産物の搬出方法

「ガイドライン」に定める皆伐についての事項を踏まえ、適切な搬出方法を行うことと

します。

イ 更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法
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林産物の搬出の方法を定めなければ土砂の流出又は崩壊を引き起こすおそれがあり、森

林の更新又は森林の土地の保全に支障を生ずる場合は、地表を極力損傷しないよう、架線

集材等によることとします。

当計画区には搬出の方法を特定する森林は、特にありません。

６ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合

理化に関する事項

森林施業の合理化に関する事項の実施に当たっては、以下の諸条件の整備を円滑に推進す

るため、森林・林業・木材産業関係者の合意形成及び民有林の緊密な連携を図りつつ、以下

の事項を計画的かつ総合的に推進します。

(1) 森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大及び森林経営管理法（平成30年

法律第35号）の規定に基づく森林経営管理制度の活用の促進並びに森林施業の共同化

に関する方針

ア 森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大に関する方針

大規模所有者については単独で施業を実施していますが、大多数を占める小規模所有

者については森林経営の合理化が遅れています。

本県では「利用促進条例」に基づき、森林整備の進んでいない森林については、面的

なまとまりの中で施業の集約化・団地化を図ります。

集約化による効率的な施業を行う大規模集約化団地の拡大を図り、「奈良型作業道」

の整備や林業機械の導入支援により利用間伐を進め、低コスト集約化施業を推進します。

相続等によって増加する不在村所有者、境界の不明確化状況の改善を図るため、市町

村長によるあっせんや、森林組合等林業事業体による森林所有者への働きかけを行い、

長期の受委託契約を結ぶことにより持続的な森林管理を行うことを推進します。また、

森林組合等の林業事業体は森林経営計画制度を活用し、森林経営を受託した森林につい

て計画の作成を進め、経営規模の拡大を図ることとします。

特に本計画区においては、所有規模が小さい傾向があり、森林組合等の林業事業体に

よる森林所有者への働きかけがより難しい状況にあることから、必要な情報の提供等取

組に対する支援を推進します。

イ 森林経営管理制度の活用の促進に関する方針

森林の経営管理を森林所有者自らが実行できない場合には、市町村が経営管理の委託

を受け、林業経営に適した森林については意欲と能力のある林業経営者に再委託すると

ともに、再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林については市町村が自ら

経営管理を実施する森林経営管理制度が円滑に行われるよう、施業履歴等の森林の情報

の提供や市町村が再委託する場合の意欲と能力のある林業経営者の公募・公表等市町村

と連携をとりながら同制度の活用の促進を図ります。

ウ 森林施業の共同化に関する方針

森林所有者による施業実施協定の締結を進め、県が管理する森林簿や市町村が管理す
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る林地台帳の情報等を活用し、必要に応じて森林情報の提供を行うとともに、森林施業

の共同化・集約化を図る森林所有者等への支援を行います。また、市町村森林整備計画

に共同化の促進に関する事項を記載するとともに、市町村、農林振興事務所、奈良県フ

ォレスター、森林総合監理士、林業普及指導員、森林施業プランナーとも連携・協力を

図りながら助言・指導等を行い、森林所有者に対する指導活動を行うものとします。

(2) 森林環境管理・森林作業に従事する者の養成及び確保に関する方針

ア 林業事業体の体質強化

森林組合等林業事業体を育成するため、地域が一体となって安定的事業量の確保に努

めるとともに、事業の広域化・協業化による組織・経営基盤の強化を推進する等林業事

業体の体質強化を図るものとします。

イ 森林環境管理・森林作業に従事する者の養成・確保及び後継者の養成

令和３年４月に奈良県フォレスターアカデミーを開校し、森林環境の維持向上に関す

る技術、知識の普及指導等の新たな森林環境管理制度を担う専門職員として、森林環境

管理士・森林環境管理作業士を養成します。

また、森林作業員を養成・確保するため、異業種・他地域からの就労の促進等に取り

組むとともに、社会保険への加入促進等就労条件の改善、林業事業体の安全管理体制の

強化による労働安全衛生の確保に努め、雇用の長期化・安定化を図ります。

さらに、森林作業員に対して機械化に対応する技術研修等のキャリア形成支援を実施

し、森林・林業に関する幅広い知識・技術・技能を有する多様な人材の養成に努めます。

今後、現役世代の減少に伴い労働力不足が予想される中、人的資源の活用を図る観点

から、作業種によっては異業種の現役引退世代の活用を図りながら森林作業員の確保に

努めます。

また、機械化等による作業環境の改善や県産材の安定供給による雇用の改善など、森

林環境管理が魅力のある産業となるような環境を醸成し、若手森林作業員の活動を支援

します。

新卒・既卒・求職者等に対しては、県内外を問わず、森林・林業への新規就労を促す

ための情報発信を行うとともに、林業・木材産業関係事業体とのコーディネートを行う

等の施策を展開します。

(3) 作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針

本県は全般的に路網密度が高くはありませんが、都市部に近接している本計画区におい

ては比較的地形が緩やかであるため、森林作業道の開設を進めつつ、チェンソーやグラッ

プル付きバックホウ、簡易プロセッサなどを用いた伐木造材にフォワーダやダンプトラッ

ク、ウインチによる搬出を組み合わせた車両系作業システムを主体に施業を行います。特

に公益的機能の発揮が求められる森林においては、非皆伐施業に対応するための小型運材

車、小型タワー付き集材車を活用し環境負荷の低減に配慮します。

大規模集約化団地においては、奈良型作業道の整備や林業機械の導入を重点的にすすめ、

車両系作業システムによる利用間伐を進めることにより効率の良い木材生産を図ります。

これら作業システムによる施業を積極的に実施していくため、展示会・研修会を通じた
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林業機械の普及活動やオペレーターの育成等によって林業機械の導入を促進します。

(4) 林産物の利用促進のための施設の整備に関する方針

「利用促進条例」に基づき、住宅、公共施設、商業施設や宿泊施設、暮らしの中で用い

る木製品、エネルギーなど、多岐にわたる分野への県産材利用を促進し、需要の拡大を図

ります。特に重点的な取組として、多くの人が利用する公共建築物に県産材を使用するこ

とで、消費者の木材利用への意識・理解を高め、住宅分野、商業施設等の非住宅分野への

利用拡大に繋げます。

また、木材加工の効率化やコスト削減、品質向上等に向けた取組を支援するとともに、

用途に応じた流通の合理化を推進し、競争力のある加工・流通体制の構築を図ります。重

点的な取組として、建築関係事業者に対して品質・性能を明示した製材品が供給できるよ

う、素材生産事業者、木材産業事業者、建築関係事業者の間で、必要な情報を共有し、相

互に協力連携して、県産材を効率的・合理的に流通させる体制を整備します。

また、合法的に伐採されたことが確認できた木材・木材製品を消費者・実需者が選択で

きるよう、合法伐採木材等の流通及び利用について、関係者一体となって推進するよう努

めます。

(5) その他必要な事項

山村における定住や都市と山村の交流の促進を図るため、林業及び木材産業での就業機会

の創出や生活環境の整備、森林空間の総合的な利用の推進について定めるとともに、自伐

林家や地域住民、NPO等の多様な主体による森林資源の利活用等森林施業の合理化に努めま

す。

第４ 森林の保全に関する事項

１ 森林の土地の保全に関する事項

(1) 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項

土石の切取・盛土等の土地の形質の変更に当たっては、林地の保全に支障を及ぼすこと

のないよう十分留意することとし、法勾配の安定を図り、必要に応じて台風による土砂の

流出や崩壊の防止に必要な施設を設ける等、適切な保全措置を講ずるものとします。な

お、太陽光発電施設を設置する場合には、太陽光パネルによる地表面の被覆により雨

水の浸透能や景観に及ぼす影響が大きいことなどの特殊性を踏まえ、開発行為の許可

基準の適正な運用を行うとともに、地域住民の理解を得る取組の実施などに配慮する

こととします。

(2) 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区

樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区については、

別表１のとおりです。

(3) 森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出

方法
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林地被害の発生箇所において、災害防止を図る観点から林産物の搬出方法について検討

を行い、その結果に基づいて、第３の５（６）林産物の搬出方法等を踏まえ、森林の土地

の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及び搬出方法を定めることとし

ます。

２ 保安施設に関する事項

(1) 保安林の整備に関する方針

保安林については、流域における森林に関する自然的条件、社会的要請及び保安林の配

備状況等を踏まえ、水源の涵養、災害の防備、保健・風致の保存等の目的を達成するため
かん

保安林として指定する必要がある森林について、保安林の配備を計画的に推進します。ま

た、必要に応じて指定施業要件を見直し、その保全を確保することとします。

土砂流出防備等の機能の十全な発揮を図る観点から、保安林の配備による伐採等に対す

る規制措置と治山事業の実施の一体的な運用等に努めます。

(2) 治山事業の実施に関する方針

治山事業については、県民の安全・安心の確保を図る観点から災害に強い地域づくりや

水源地域の機能強化を図るため、緊急かつ計画的な実施を必要とする荒廃地等を対象とし

て、優先度を明確にした上で、植栽及び本数調整伐等の保安林整備並びに渓間工、山腹工

及び地下水排除工等の治山施設の整備を流域特性等に応じた形で計画的に推進することと

します。なお、その際、流域治水の取組との連携を推進することとします。

(3) 特定保安林の整備に関する事項

特定保安林は、指定の目的に即して機能していないと認められる保安林であって、その

一部または全部について早急に森林施業を実施する必要があると認められるもので、農林

水産大臣が指定します。特定保安林の整備に当たっては、間伐等の必要な施業を積極的か

つ計画的に推進して、当該目的に即した機能の確保を図るものとします。

造林、保育、伐採その他の施業を早急に実施する必要があると認められる森林について

は、「要整備森林」とし、森林の現況等に応じて必要な施業の方法及び時期を明らかにし

た上で、その実施の確保を図ります。

(4) その他必要な事項

保安林の適切な管理を確保するため、地域住民、市町村等の協力や参加が得られるよう

努めるとともに、保安林台帳の調製、標識の設置、巡視及び指導の徹底等を行い、適正な

管理を推進します。

３ 鳥獣害の防止に関する事項

(1) 鳥獣害防止森林区域の基準及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法に関する方

針

近年、野生鳥獣の生息域の拡大等を背景に、ニホンジカ等の野生鳥獣による農林業被害

は拡大を見せ、森林・林業被害においては、造林木の食害や立木の剥皮被害等が深刻化し
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ています。特に、ニホンジカによる被害は深刻で、当森林計画区における過去１１ヶ年

（平成２２～令和２年度）の獣害による実損面積の約83％に相当する面積がニホンジカに

より被害を受けています。

戦後植林された人工林が本格的な利用期を迎え、主伐後の再造林を推進していくことが

必要となっていく中、ニホンジカによる森林被害の防止が大きな課題となっています。こ

のため、市町村森林整備計画では、鳥獣害を防止するための措置を実施すべき森林の区域

及び当該区域内の鳥獣害の防止の方法を規定します。

ア 区域の設定の基準

「鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準について」（平成２８年１０月２０日付け

28林整研第180号林野庁長官通知）に基づき、ニホンジカを対象に森林への被害を防止す

るための措置を実施すべき森林区域について、林野庁が実施する「森林生態系多様性基

礎調査」の調査結果を基礎データとし、環境省が公表している「ニホンジカ密度分布

図」、県が策定した「第１３次鳥獣保護管理事業計画」や「奈良県ニホンジカ第二種特

定鳥獣管理計画」にかかる調査結果を補完データとするほか、森林組合や地域住民から

の対象鳥獣による森林被害情報や生息状況に関する情報を活用しながら対象区域を設定

します。

イ 鳥獣害の防止の方法に関する方針

森林の適確な更新及び造林木の確実な育成を図るため、鳥獣害防止森林区域内の森林

で人工植栽が予定されている箇所を重点的に対策を実施します。

鳥獣害防止対策として、防護柵、食害防止チューブ、忌避剤塗布等の植栽木の保護措

置を地域の実情に応じて適宜選択し実施します。これらの中でも防護柵については、設

置に作業量・経費がかかり、倒木や積雪等による破損等の対応などが必要となるものの

適切な維持管理と改良等を行うことで、被害防止効果が長期にわたって持続される有効

な防止方法となります。

また、わなによる捕獲（くくりわな、囲いわな、箱わな等）、銃器による捕獲等の個

体数調整の手法も植栽木の保護に有効な対策とします。

なお、ニホンジカの捕獲数は、「奈良県ニホンジカ特定鳥獣保護管理計画（第１

次）」の初年度にあたる２０００年度（平成１２年度）の1,945頭から２０２０年度（令

和２年度）では、10,381頭まで増加していますが、被害は高止まりの状況です。今後も

各種施策と併せて実施し、高い捕獲圧を継続させることにより防止効果を高めていかな

ければなりません。

このようなことから、関係行政機関等と連携した対策を推進することとし、鳥獣保護

管理施策や農業被害対策等との連携・調整に努めることとします。

ウ その他必要な事項

生息密度の極端な増加は、甚大な被害をもたらすことから、積極的に人とニホンジカ

との軋轢を緩和し、共存できる環境づくり（捕獲や防護柵設置等）を行うことで、ニホ

ンジカが適正な密度状態で広範囲に生息する環境整備を図る必要があります。このため

に、地域一体となった鳥獣害に強い集落づくりの普及啓発、効果的な防護柵（侵入防止
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柵）の設置に関する県助成事業、国庫補助事業等の活用により被害対策を推進します。

また、捕獲を含めて被害対策を実施する担い手が不足していることから、併せて人材育

成を推進していくことが必要です。なお、ニホンジカの生息状況は、糞塊密度調査や捕

獲数のデータ等を用いて把握することとし、防護対策の実施状況については、各種補助

事業による導入実績のほか、現地調査や各種会議、区域内で森林施業を行う林業事業体

や森林所有者等からの情報収集等を必要に応じて行うことにより把握することとします。

【獣害による被害状況（平成22～令和2年度）】

奈良県森と人の共生推進課資料

【ニホンジカ捕獲状況】

奈良県ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画 令和3年モニタリング報告書

奈良県農業水産振興課資料

４ 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項

(1) 森林病害虫等の被害対策の方針

森林資源の保全のため、森林病害虫等による被害の未然防止、早期発見及び早期駆除に

努めます。森林病害虫等については、手入れ不足の森林で被害が蔓延することが多いこと

から、必要な森林施業を行い、健全な森林を維持するよう努めます。
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防除を行う場合については、当該森林が果たしている機能及び被害の程度、周囲の土地

及び水面の利用状況、地形、水利、林道等諸条件を総合的に勘案し、伐倒駆除、樹幹注入

等を実施します。また、被害の拡大を防止するために必要があるときは、伐倒駆除後、自

然遷移等により樹種転換を図ります。

特に松くい虫被害については、標高の高い地域を除き全県的に発生していることから、

関係行政機関、森林所有者、地域住民等が一体となり未然防止、早期発見及び早期駆除に

努めます。また、ナラ枯れ被害については、近隣府県及び県内の一部で被害の拡大が認め

られることから、関係試験研究機関と連携しながら被害状況の把握に努めるとともに、必

要な措置を講じます。その他の森林病害虫等についても、周辺環境の変化等により被害が

蔓延する恐れがあることから、巡視活動等により被害の未然防止及び早期発見に努めます。

(2) 鳥獣害対策の方針 （３に掲げる事項を除く）

３（１）アにおいて定める対象鳥獣以外の鳥獣による森林被害及び鳥獣害防止森林区域

以外における対象鳥獣による森林被害について、地域の森林資源の構成、被害の動向を踏

まえ、必要に応じて鳥獣害防止対策を推進します。

特に、当森林計画区においては、近年中山間地域の過疎化による農林業活動の低下に伴

う耕作放棄地の増加、里山林の管理不足、捕獲者の減少などにより、イノシシによる農林

業被害が増加し農林業者に深刻な打撃を与えています。被害対策として、電気柵やトタン

板柵等の設置や有害鳥獣捕獲など実施されていますが、十分な被害軽減に至っていません。

イノシシの被害を軽減させるためには、捕獲圧を高めて捕獲頭数を増やすだけではなく、

イノシシが集落周辺に生息できない環境を整備することが重要です。イノシシの生態を十

分に踏まえて電気柵、防護柵等の被害防除施設を効果的に設置するとともに、集落ぐるみ

で被害対策を実施する合意形成、人材育成等が必要です。このため、被害対策に取り組む

地域の指導者の養成、荒廃した里山林の整備、耕作放棄地の解消等による有害獣を寄せ付

けない集落ぐるみの環境づくりの推進や、研究機関等の支援を受けて安価で効果的な被害

防護施設を開発するなど、総合的な被害防止対策を推進します。

(3) 林野火災の予防の方針

林野火災の予防及び早期発見を図るため、森林所有者や地域住民を中心として自衛予消

防組織を編成し、森林のパトロールや予防意識の啓発活動等を推進します。また、防火帯

の整備、山火事予防標識の設置、防火用水等初期消火資機材の配備を必要に応じて実施し

ます。これらの取り組みを住民を含めた地域の関係者が一体となり推進します。

過去に林野火災の発生が多い箇所、住宅地が山林に接近している箇所、森林レクリエー

ション等により入林が多い箇所は特に重点的に予防に努めます。

林野火災は空気が乾燥した風の強い日に多発する傾向にあり、特に冬から春先にかけて

多発する傾向にあることから、その期間については特に重点的に予防に努めます。

また、林野火災の発生による損害を填補する森林保険の加入促進に努めます。

森林病害虫等の駆除及び人工植栽等のため火入れを実施する場合については、森林法に基

づき適正な手続きを行う他、市町村森林整備計画に定める留意事項に従うこととします。

(4) その他必要な事項
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病虫害、鳥獣害、寒風害、山火事等の森林被害に対する抵抗性の高い森林を育成するた

め、必要に応じて、適切な間伐等の実施、保護樹帯の設置並びに広葉樹林及び針広混交林

の造成等を実施します。また、特に集落近くの里山において、放置された竹林が森林内に

進入する例もあり、竹以外の樹木の消失や生物多様性への影響、表土の流出、獣害の誘発

等様々な問題の原因となっていることから、放置竹林の適切な管理を図ることとします。

近年、森林の保護に対する関心が高まりつつあり、ＮＰＯやボランティアによる活動及

び企業によるＣＳＲ活動等が実施されるようになってきています。森林の保護に関する取

り組みを実施する際は、森林所有者や地元住民によるものの他、これら団体等の協力を仰

ぐことについても検討します。

第５ 保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項

保健機能森林は森林浴、野外レクリエーション利用等を通じて人々に潤いと安らぎを与え

る効果のある森林をいい、市町村森林整備計画の策定に当たっては、次の事項を指針として、

自然景観等の自然的条件、森林資源の構成、周辺における森林レクリエーションの動向等を

勘案して計画事項を定めます。

１ 保健機能森林の区域の基準

保健機能森林は、優れた自然美を構成している森林等保健機能の高い森林のうち、自然環

境の保全に配慮しつつ、地域の実情、利用状況等を勘案して設定します。特に、多様な広葉

樹が多く賦存し多くの地域住民等に森林レクリエーションの場として活用されており、今後、

森林保健施設の整備と併せて森林の整備が見込まれる区域において設定するものとします。

２ その他保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項

(1) 保健機能森林の区域内の森林における施業の方法に関する指針

保健機能森林の施業については、保健機能の一層の増進を図るとともに、施設の設置に

伴う森林の機能低下を補うための施業（択伐施業、広葉樹育成施業、間伐、除伐等）を積

極的に実施するものとします。

(2) 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する指針

施設の整備に当たっては、自然環境の保全、県土の保全及び文化財の保護に配慮しつつ、

地域の実情、利用者の意向等を踏まえて多様な施設の整備を行うものとします。

また、対象森林を構成する立木の期待平均樹高（その立木が標準伐期齢に達したときに

期待される樹高（既に標準伐期齢に達している立木にあってはその樹高））を定めるもの

とします。

(3) その他必要な事項

保健機能森林の運営・管理については、自然環境の保全に配慮しつつ、森林の保全と機

能の増進が図られるようにします。

また、施設の管理については、地域の実情、利用者の意向等を踏まえ、防火体制、防火

施設及び利用者の安全・交通の安全に留意することとします。



　第６　計画量等　第６　計画量等　第６　計画量等　第６　計画量等　　１　間伐立木材積その他の伐採立木材積　　１　間伐立木材積その他の伐採立木材積　　１　間伐立木材積その他の伐採立木材積　　１　間伐立木材積その他の伐採立木材積単位　材積：千㎥ 総数 針葉樹 広葉樹 総数 針葉樹 広葉樹 総数 針葉樹 広葉樹749 743 6 143 137 6 606 606 0前半５ヵ年の計画量 400 397 3 75 72 3 325 325 0143 141 2 39 37 2 104 104 0前半５ヵ年の計画量 69 68 1 16 15 1 53 53 00 0 0 0 0 0 0 0 0前半５ヵ年の計画量 0 0 0 0 0 0 0 0 027 27 0 3 3 0 24 24 0前半５ヵ年の計画量 15 15 0 2 2 0 13 13 00 0 0 0 0 0 0 0 0前半５ヵ年の計画量 0 0 0 0 0 0 0 0 081 81 0 14 14 0 67 67 0前半５ヵ年の計画量 44 44 0 8 8 0 36 36 028 28 0 4 4 0 24 24 0前半５ヵ年の計画量 15 15 0 2 2 0 13 13 015 15 0 3 3 0 12 12 0前半５ヵ年の計画量 9 9 0 2 2 0 7 7 00 0 0 0 0 0 0 0 0前半５ヵ年の計画量 0 0 0 0 0 0 0 0 015 15 0 3 3 0 12 12 0前半５ヵ年の計画量 9 9 0 2 2 0 7 7 0237 233 4 43 39 4 194 194 0前半５ヵ年の計画量 127 125 2 23 21 2 104 104 027 27 0 3 3 0 24 24 0前半５ヵ年の計画量 15 15 0 2 2 0 13 13 01 1 0 1 1 0 0 0 0前半５ヵ年の計画量 1 1 0 1 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0前半５ヵ年の計画量 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0前半５ヵ年の計画量 0 0 0 0 0 0 0 0 058 58 0 10 10 0 48 48 0前半５ヵ年の計画量 31 31 0 5 5 0 26 26 081 81 0 14 14 0 67 67 0前半５ヵ年の計画量 44 44 0 8 8 0 36 36 015 15 0 3 3 0 12 12 0前半５ヵ年の計画量 9 9 0 2 2 0 7 7 021 21 0 3 3 0 18 18 0前半５ヵ年の計画量 12 12 0 2 2 0 10 10 00 0 0 0 0 0 0 0 0前半５ヵ年の計画量 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0前半５ヵ年の計画量 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0前半５ヵ年の計画量 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0前半５ヵ年の計画量 0 0 0 0 0 0 0 0 0河合町広陵町王寺町上牧町明日香村

生駒市御所市

高取町御杖村曽爾村斑鳩町三郷町平群町

桜井市橿原市天理市

市町村別内訳

奈良市大和郡山市

山添村宇陀市葛城市香芝市

区分 総数 主伐 間伐総数
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　　２　間伐面積　　２　間伐面積　　２　間伐面積　　２　間伐面積 面積10,325前半５ヵ年の計画量 5,6321,753前半５ヵ年の計画量 9560前半５ヵ年の計画量 0413前半５ヵ年の計画量 2250前半５ヵ年の計画量 01,136前半５ヵ年の計画量 620413前半５ヵ年の計画量 225207前半５ヵ年の計画量 1130前半５ヵ年の計画量 0207前半５ヵ年の計画量 1133,304前半５ヵ年の計画量 1,802413前半５ヵ年の計画量 2250前半５ヵ年の計画量 00前半５ヵ年の計画量 00前半５ヵ年の計画量 0826前半５ヵ年の計画量 4511,136前半５ヵ年の計画量 620207前半５ヵ年の計画量 113310前半５ヵ年の計画量 1690前半５ヵ年の計画量 00前半５ヵ年の計画量 00前半５ヵ年の計画量 00前半５ヵ年の計画量 0
明日香村上牧町王寺町広陵町河合町

平群町三郷町斑鳩町曽爾村御杖村高取町

御所市生駒市香芝市葛城市宇陀市山添村

単位　面積：ha区分総数

市町村別内訳

奈良市大和郡山市天理市橿原市桜井市
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　　３　人工造林及び天然更新別の造林面積　　３　人工造林及び天然更新別の造林面積　　３　人工造林及び天然更新別の造林面積　　３　人工造林及び天然更新別の造林面積 単位　面積：ha人工造林 天然更新649 55前半５ヵ年の計画量 326 25138 16前半５ヵ年の計画量 69 40 0前半５ヵ年の計画量 0 026 3前半５ヵ年の計画量 13 10 0前半５ヵ年の計画量 0 084 3前半５ヵ年の計画量 42 139 1前半５ヵ年の計画量 20 16 1前半５ヵ年の計画量 3 10 0前半５ヵ年の計画量 0 019 1前半５ヵ年の計画量 10 1136 15前半５ヵ年の計画量 68 726 4前半５ヵ年の計画量 13 26 1前半５ヵ年の計画量 3 10 1前半５ヵ年の計画量 0 10 1前半５ヵ年の計画量 0 152 4前半５ヵ年の計画量 26 278 4前半５ヵ年の計画量 39 213 0前半５ヵ年の計画量 7 026 0前半５ヵ年の計画量 13 00 0前半５ヵ年の計画量 0 00 0前半５ヵ年の計画量 0 00 0前半５ヵ年の計画量 0 00 0前半５ヵ年の計画量 0 0広陵町河合町
上牧町王寺町
高取町明日香村

生駒市香芝市御所市橿原市

曽爾村御杖村
三郷町斑鳩町
山添村平群町

区分
大和郡山市天理市

市町村別内訳

奈良市
桜井市

総数

葛城市宇陀市
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開
設

自動車道
（その他）

林道 葛 城 市 山 口 1,700 161 

〃 〃 〃 〃 布 施 谷 支 1,500 40 

計 2 路 線 3,200

開
設

自動車道
（その他）

林道 宇 陀 市 焼 木 2,100 114 

〃 〃 〃 〃 ボ タ ニ 1,000 59 

〃 〃 〃 〃 ス ズ 谷 1,700 66 

〃 〃 〃 〃 内 牧 血 原 320 18 

〃 〃 〃 〃 片 倉 山 1,200 73 

〃 〃 〃 〃 見 山 高 峯 1,600 33 

〃 〃 〃 〃 赤 埴 上 俵 1,000 14 

〃 〃 〃 〃 玉 立 鳥 見 山 1,680 85 

〃 〃 〃 〃 上 井 足 西 谷 2,000 30 

〃 〃 〃 〃 長 者 屋 敷 500 31 

〃 〃 〃 〃 大 久 保 向 1,200 39 

〃 〃 〃 〃 後 田 谷 1,400 22 

〃 〃 〃 〃 阿 曽 谷 500 17 

〃 〃 〃 〃 滝 谷 900 13 

〃 〃 〃 〃 自 明 八 滝 3,300 161 

〃 〃 〃 〃 サ サ ヲ 1,780 47 

〃 〃 〃 〃 ヘ ウ ト 1,000 97 

〃 〃 〃 〃 奥 芝 800 53 

〃 〃 〃 〃 大 倉 300 62 

  ４　林道の開設及び拡張に関する計画

   (1)　開　設

単位　延長：ｍ　面積：ha

開
設
拡
張
別

種類
位置

（市町村）
路 線 名

延   長
及   び
箇所数

備考(区分)
前半5ヵ
年の計画
箇所

対図番号
利用区域
面積
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開
設
拡
張
別

種類
位置

（市町村）
路 線 名

延   長
及   び
箇所数

備考(区分)
前半5ヵ
年の計画
箇所

対図番号
利用区域
面積

開
設

自動車道
（その他）

林道 宇 陀 市 ハ イ タ テ 500 171 

〃 〃 〃 〃 竜 口シラキハラ 900 127 

〃 〃 〃 〃 ア ス カ ン 谷 800 89 

〃 〃 〃 〃 マ ナ ゴ 600 65 

〃 〃 〃 〃 原 山 大 谷 600 42 

〃 〃 〃 〃 ニ ゴ リ ダ ニ 700 94 

計 25 路 線 28,380

開
設

自動車道
（その他）

林道 曽 爾 村 盾 岡 山 1,000 13 

〃 〃 〃 〃 ヒ ト セ 1,000 20 

〃 〃 〃 〃 荒 前 1,500 25 

計 3 路 線 3,500

30 路 線 35,080開 設 合 計

注　（　　）は、他の市町村を含めた利用区域
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第６　計画量等

 

拡
張

自動車道
（改良）

林道 奈 良 市 水 台 20 71 

〃 〃 〃 〃 一 体 30 198 

計 2 路 線 50

拡
張

自動車道
（改良）

林道 宇 陀 市 焼 木 300 112 

〃 〃 〃 〃 ボ タ ニ 480 59 

〃 〃 〃 〃 諸 木 野 石 割 峠 100 106 

〃 〃 〃 〃 荷 阪 150 153 

〃 〃 〃 〃 御 殿 100 98 

〃 〃 〃 〃 日 貝 谷 50 47 

〃 〃 〃 〃 ヌ タ 谷 100 58 

〃 〃 〃 〃 奥 の 森 米 山 100 51 

〃 〃 〃 〃 ナ シ ノ 木 100 32 

〃 〃 〃 〃 黒 岩 30 199 

計 10 路 線 1,510

(685)

137 

計 1 路 線 563  

13 路 線 2,123

単位　延長：ｍ　面積：ha

曽 爾 村

種類 路 線 名
位置

（市町村）

563

  ４　林道の開設及び拡張に関する計画

拡
張

自動車道
（改良）

林道

    　(2) 拡　張（改　良）

改 良 合 計

開
設
拡
張
別

竜 口 夫 婦 川

(区分)

注　（　　）は、他の市町村を含めた利用区域

利用区域
面積

前半5ヵ
年の計画
箇所

対図番号 備考
延   長
及   び
箇所数
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拡
張

自動車道
（舗装）

林道 奈 良 市 長 台 1,029 39 

〃 〃 〃 〃 一 体 600 198 

計 2 路 線 1,629

拡
張

自動車道
（舗装）

林道 御 所 市 ガ ン ド ガ コ バ 1,070 112 

計 1 路 線 1,070

拡
張

自動車道
（舗装）

林道 宇 陀 市 焼 木 700 114 

〃 〃 〃 〃 ボ タ ニ 480 59 

〃 〃 〃 〃 ス ズ 谷 400 66 

〃 〃 〃 〃 日 貝 谷 1400 47 

〃 〃 〃 〃 内 牧 後 谷 780 32 

〃 〃 〃 〃 円 覚 谷 900 64 

〃 〃 〃 〃 諸 木 野 石 割 峠 1,300 106 

〃 〃 〃 〃 室 生 ダ ム 開 路 1,100 42 

〃 〃 〃 〃 内 牧 カ ラ ト 1,860 43 

〃 〃 〃 〃 奥 の 森 米 山 1,800 51 

〃 〃 〃 〃 コ ヌ タ 谷 550 19 

〃 〃 〃 〃 八 滝 米 山 900 17 

〃 〃 〃 〃 四 条 浦 410 12 

〃 〃 〃 〃 ナ シ ノ 木 500 32 

〃 〃 〃 〃 矢 戦 場 1,200 39 

〃 〃 〃 〃 内 牧 血 原 600 18 

〃 〃 〃 〃 向 渕 1,348 46 

〃 〃 〃 〃 ク ヌ ギ 原 605 80 

〃 〃 〃 〃 四 ヶ 村 3,377 412 

(区分)
前半5ヵ
年の計画
箇所

対図番号
利用区域
面積

   (3)　拡　張（舗　装）

単位　延長：ｍ　面積：ha

開
設
拡
張
別

種類
位置

（市町村）
路 線 名

延   長
及   び
箇所数

備考
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(区分)
前半5ヵ
年の計画
箇所

対図番号
利用区域
面積

開
設
拡
張
別

種類
位置

（市町村）
路 線 名

延   長
及   び
箇所数

備考

拡
張

自動車道
（舗装）

林道 宇 陀 市 荷 阪 592 153 

〃 〃 〃 〃 ニ ゴ リ ダ ニ 1,056 89 

〃 〃 〃 〃 開 路 上 山 646 73 

〃 〃 〃 〃 竜 鎮 890 77 

〃 〃 〃 〃 ド ウ ド 600 81 

〃 〃 〃 〃 ハ イ タ テ 941 167 

〃 〃 〃 〃 上 田 口 石 割 894 70 

〃 〃 〃 〃 開 路 又 手 630 50 

〃 〃 〃 〃 大 倉 638 62 

〃 〃 〃 〃 西 谷 1,500 340 

〃 〃 〃 〃 宇 野 川 1,976 318 

計 30 路 線 30,573

拡
張

自動車道
（舗装）

林道 曽 爾 村 荒 前 871 25 

〃 〃 〃 〃 尾 の 谷 200 32 

(685)

137 

〃 〃 〃 〃 古 光 谷 740 86 

〃 〃 〃 〃 古 光 山 260 34 

計 5 路 線 3,585

38 路 線 36,857舗 装 合 計

注　（　　）は、他の市町村を含めた利用区域

〃 〃 〃 竜 口 夫 婦 川 1,514〃
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   (1)　保安林として管理すべき森林の種類別面積等

    ア　保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積

注１　水源涵養のための保安林は、森林法第２５条第１項第１号の目的を達成するために指定す
　　　る保安林をいう。
注２　災害防備のための保安林は、森林法第２５条第１項第２号～第７号までの目的を達成する
　　　ために指定する保安林をいう。
注３　保健、風致の保存等のための保安林は、森林法第２５条第１項第８号～11号の目的を達成
　　　するために指定する保安林をいう。
注４　総数欄は、２以上の目的を達成するために指定される保安林があるため、水源涵養のため
　　　の保安林等の内訳の合計に一致しないことがある。

   イ 計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等

５　保安林整備及び治山事業に関する計画

指定理由の消滅
災害防備の

ための保安林
御杖村

2

322
9

0

1

0

1

　　　　　　　　　　　　　単位　面積：ha

保安林種類 面　　積 備考
前半5ヵ年の計画面積

総数（実面積） 7,579 7,096
水源涵養のための保安林 5,432 4,976
災害防備のための保安林 2,053 2,026
保健、風致の保存等のための保安林 709 709

指定解除 種類
森林の所在

面 積
指定又は解除を
必要とする理由市町村 前半5ヵ年の計画面積

水源涵養のため

山添村 104 52

高取町

                          単位　面積：ha

備考

1

1

4

73

指定

水源涵養の
ための保安林

総数 908 452

161

0

0

0

御所市

奈良市 250 125

御所市 71 35

宇陀市 147

天理市 2

災害防備の
ための保安林

総数 46 20

1

桜井市 2 1

奈良市 8 4
大和郡山市 1 0

3

0

災害防備のため
2 1
0

斑鳩町 1 0

1
生駒市 5 2
葛城市 2 1

曽爾村 4 2
御杖村

0

宇陀市 10 5

2

山添村

解除

総数 2 2

4
1 0

王寺町 0 0

水源涵養の
ための保安林

総数 1 1
指定理由の消滅

奈良市 1 1
総数 2 2

宇陀市 1 1
1 1

橿原市

平群町
三郷町

明日香村

天理市 2

葛城市

曽爾村
御杖村

高取町

水源涵養の
ための保安林

葛城市 1 1
公益上の理由奈良市 1 1
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    ウ　計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積

   (2)　保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等

該当無し

   (3)　実施すべき治山事業の数量

  ６　要整備森林の所在及び面積並びに要整備森林について実施すべき森林施業の方法及び時期

該当無し

     単位　面積：ha

種類

指定施業要件の整備区分

伐採方法の
変更面積

皆伐面積の
変更面積

択伐率の変
更面積

間伐率の変
更面積

植栽の変更
面積

水源涵養のための保安林 － 1,011 2,089 2,789 1,637

災害防備のための保安林 125 － 890 1,465 831

保健、風致の保存等のための保安林 － 48 40 754 40

     単位　地区

森林の所在 治山事業施行地区数
主な工種 備考

市町村 前半5ヵ年の計画地区数

総数 7 4

「渓」は渓間工、
「山」は山腹工、
「地」は地下水排水
工、「本」は本数調
整伐。

奈良市 － －

大和郡山市 － －

天理市 1 1 渓・山・本

橿原市 － －

桜井市 － －

御所市 － －

生駒市 － －

香芝市 － －

葛城市 － －

宇陀市 － －

平群町 － －

三郷町 － －

斑鳩町 － －

高取町 － －

明日香村 － －

上牧町 － －

王寺町 － －

2 渓・山・本

広陵町 － －

河合町 － －

御杖村 3 1 渓・山・本

山添村 － －

曽爾村 3
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 第７　その他必要な事項

  １　保安林その他制限林の施業方法

市町村 区   域
伐採
方法

その
他

水源かん養保安林 32,63-77,106

(土砂流出防備保安林) 111-124,204,206,207

(砂防指定地)

(急傾斜地崩壊危険区域)

土砂流出防備保安林 3,14,23,31,33,39,58,

(水源かん養保安林) 60,61,81,83,86,88,

(保健保安林) 90,100,105-107,111,

(砂防指定地) 112,135,138,144-147,

(国定公園第２種特別地域) 153,155,157,158,163,

(国定公園第３種特別地域) 165,172,177,184,188,

(県立自然公園第２種特別地域) 189,193,194,196,197,

(県立自然公園第３種特別地域) 200,202-204,207,214,

(都市計画法・風致地区) 222,224,225,229-231,

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物) 233-236,238,255

(古都保存法・歴史的風土特別保存地区)

(急傾斜地崩壊危険区域)

土砂崩壊防備保安林 58,67,83,166,184,

(砂防指定地) 203,211

(国定公園第３種特別地域)

防火保安林 206 1.13 ③ 　

保健保安林 125,126,163,189 　

(土砂流出防備保安林)

(砂防指定地)

(国定公園第２種特別地域)

(県立自然公園第３種特別地域)

(都市計画法・風致地区)

風致保安林 134,144,145 　

(砂防指定地)

(都市計画法・風致地区)

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物)

(古都保存法・歴史的風土特別保存地区)

砂防指定地 1-7,10,11,13,16,17 　

(水源かん養保安林) 27-30,32,37-51

(土砂流出防備保安林) 54-66,125-127,

(土砂崩壊防備保安林) 133-143,145-150,152

(保健保安林) 155-158,165,166

(風致保安林) 172,173,175,179,180

(国定公園第１種特別地域)

(国定公園第２種特別地域) 182-193

(国定公園第３種特別地域)

(県立自然公園第１種特別地域)

(県立自然公園第２種特別地域)

(県立自然公園第３種特別地域)

(都市計画法・風致地区)

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物)

(急傾斜地崩壊危険区域)

(古都保存法・歴史的風土特別保存地区)

①②680.28

奈
　
　
　
良
　
　
　
市

3.86

48.76

2,585.80

311.12

4.42

②

④

種     類

森林の所在

面積

施業方法

単位　面積：ha

備考

①、②

①②③

②③
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市町村 区   域
伐採
方法

その
他

種     類

森林の所在

面積

施業方法

単位　面積：ha

備考

国定公園第１種特別地域 151,152 　

(砂防指定地)

(都市計画法・風致地区)

(古都保存法・歴史的風土特別保存地区)

国定公園第２種特別地域 43,44,47-49,51,80 　

(土砂流出防備保安林) 82,83,88,90,152-165

(保健保安林) 168,169,174,182

(砂防指定地) 248,249,254,255,257

(都市計画法・風致地区)

(古都保存法・歴史的風土特別保存地区)

国定公園第３種特別地域 29-31,33,43-45,81 　

(土砂流出防備保安林) 83-85,90,91,101,150

(土砂崩壊防備保安林) 165-174,178-182

(砂防指定地) 248,249,254,255,257

(都市計画法・風致地区)

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物)

県立自然公園第１種特別地域 126 　

(砂防指定地)

県立自然公園第２種特別地域 184,192-194,196,197 　

(土砂流出防備保安林) 203,214

(砂防指定地)

(急傾斜地崩壊危険区域)

県立自然公園第３種特別地域 125,126,184,193,194, 　

(土砂流出防備保安林) 196,197

(保健保安林)

(砂防指定地)

(都市計画法・風致地区)

(急傾斜地崩壊危険区域)

都市計画法・風致地区 3,4,88,90,125-127, 　

(土砂流出防備保安林) 133-149,151-165

(保健保安林)

(風致保安林)

(砂防指定地)

(国定公園第１種特別地域)

(国定公園第２種特別地域)

(国定公園第３種特別地域)

(県立自然公園第３種特別地域)

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物)

(古都保存法・歴史的風土特別保存地区)

文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物 136,144,145,248 　

(土砂流出防備保安林)

(風致保安林)

(砂防指定地)

(国定公園第３種特別地域)

(都市計画法・風致地区)

(古都保存法・歴史的風土特別保存地区)

奈
　
　
　
良
　
　
　
市

109.88

933.48

⑪

2.86

49.81

1,639.22

1,014.15

108.17

115.37

⑥

⑦

⑥

⑦

⑧

⑩

⑧
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市町村 区   域
伐採
方法

その
他

種     類

森林の所在

面積

施業方法

単位　面積：ha

備考

急傾斜地崩壊危険区域 70,100,194,203

(水源かん養保安林)

(土砂流出防備保安林)

(砂防指定地)

(県立自然公園第２種特別地域)

(県立自然公園第３種特別地域)

古都保存法・歴史的風土特別保存地区 135,136,140-145 　

(土砂流出防備保安林) 148,149,151-154

(風致保安林)

(砂防指定地)

(国定公園第１種特別地域)

(国定公園第２種特別地域)

(都市計画法・風致地区)

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物)

土砂流出防備保安林 2,3

(土砂崩壊防備保安林)

(砂防指定地)

(県立自然公園第１種特別地域)

(都市計画法・風致地区)

土砂崩壊防備保安林 2,3

(土砂流出防備保安林)

(砂防指定地)

(県立自然公園第１種特別地域)

(都市計画法・風致地区)

保健保安林 2,3

(県立自然公園第１種特別地域)

(県立自然公園第３種特別地域)

(都市計画法・風致地区)

砂防指定地 3 　

(土砂流出防備保安林)

(土砂崩壊防備保安林)

(県立自然公園第１種特別地域)

(都市計画法・風致地区)

県立自然公園第１種特別地域 2,3 　

(土砂流出防備保安林)

(土砂崩壊防備保安林)

(保健保安林)

(砂防指定地)

(都市計画法・風致地区)

県立自然公園第３種特別地域 2,3 　

(保健保安林)

(都市計画法・風致地区)

都市計画法・風致地区 2,3 　

(土砂流出防備保安林)

(土砂崩壊防備保安林)

(保健保安林)

(砂防指定地)

(県立自然公園第１種特別地域)

(県立自然公園第３種特別地域)

奈
　
　
　
良
　
　
　
市

290.73

191.28

80.13

⑬

①②③

②③

⑥

23.71

538.82

21.79

7.17

0.13

199.56

⑫

大
　
　
　
和
　
　
　
郡
　
　
　
山
　
　
　
市

⑧

①②

④

⑩
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市町村 区   域
伐採
方法

その
他

種     類

森林の所在

面積

施業方法

単位　面積：ha

備考

水源かん養保安林 35,42

(国定公園第３種特別地域)

土砂流出防備保安林 1,2,5,7,8,10,14,15

(土砂崩壊防備保安林) 21-23,25-27,29,31,

(国定公園第２種特別地域) 34,35,40-42,44,45

(国定公園第３種特別地域) 50-52

(都市計画法・風致地区)

土砂崩壊防備保安林 1,3,8,9,29,34,36

(土砂流出防備保安林)

(国定公園第３種特別地域)

保健保安林 28

(都市計画法・風致地区)

風致保安林 35

(国定公園第３種特別地域)

砂防指定地 6,15,16,51,52 　

(国定公園第２種特別地域)

(都市計画法・風致地区)

国定公園第１種特別地域 45,46 　

(都市計画法・風致地区)

(古都保存法・歴史的風土特別保存地区)

国定公園第２種特別地域 31-34,41,42 　

(土砂流出防備保安林) 44-52

(砂防指定地)

(都市計画法・風致地区)

(古都保存法・歴史的風土特別保存地区)

国定公園第３種特別地域 28-31,34,35,44 　

(水源かん養保安林)

(土砂流出防備保安林)

(土砂崩壊防備保安林)

(風致保安林)

(都市計画法・風致地区)

都市計画法・風致地区 28,31-34,42,44-52 　

(土砂流出防備保安林)

(保健保安林)

(砂防指定地)

(国定公園第１種特別地域)

(国定公園第２種特別地域)

(国定公園第３種特別地域)

(古都保存法・歴史的風土特別保存地区)

古都保存法・歴史的風土特別保存地区 46,52 　　

(国定公園第１種特別地域)

(国定公園第２種特別地域)

(都市計画法・風致地区)

12.08 ①②

1.65

1.63

259.50

759.86

57.63

20.29

779.99

2.35

20.70

16.92

⑬

⑦

⑧

⑩

④

⑥

②

②③

①②

天
　
　
　
理
　
　
　
市

①②③
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市町村 区   域
伐採
方法

その
他

種     類

森林の所在

面積

施業方法

単位　面積：ha

備考

土砂流出防備保安林 1

(保健保安林)

(都市計画法・風致地区)

(古都保存法・歴史的風土特別保存地区)

保健保安林 1

(土砂流出防備保安林)

(都市計画法・風致地区)

(古都保存法・歴史的風土特別保存地区)

風致保安林 4

(都市計画法・風致地区)

都市計画法・風致地区 1-5 　

(土砂流出防備保安林)

(保健保安林)

(風致保安林)

(急傾斜地崩壊危険区域)

(古都保存法・歴史的風土特別保存地区)

急傾斜地崩壊危険区域 1 　

(都市計画法・風致地区)

(古都保存法・歴史的風土特別保存地区)

古都保存法・歴史的風土特別保存地区 1 　

(土砂流出防備保安林)

(保健保安林)

(都市計画法・風致地区)

(急傾斜地崩壊危険区域)

土砂流出防備保安林 3,5,7,17,22,28,30,

(風致保安林) 32-37,42,63,65,67,

(砂防指定地) 72,77-80,82,86

(国定公園第１種特別地域)

(国定公園第２種特別地域)

(国定公園第３種特別地域)

(都市計画法・風致地区)

(古都保存法・歴史的風土特別保存地区)

土砂崩壊防備保安林 4,5,14,33,37,55,74,

(風致保安林) 79,83

(砂防指定地)

(国定公園第１種特別地域)

(国定公園第３種特別地域)

防火保安林 6 　

(砂防指定地)

(国定公園第１種特別地域)

(都市計画法・風致地区)

(古都保存法・歴史的風土特別保存地区)

風致保安林 37 　

(土砂流出防備保安林)

(土砂崩壊防備保安林)

(砂防指定地)

(国定公園第１種特別地域)

(国定公園第３種特別地域)

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物)

桜
　
　
　
井
　
　
　
市

橿
　
　
　
原
　
　
　
市

17.45

78.59

17.57

0.19

120.67

0.95

8.38

8.38

⑬

①②③

②③

③

②

①②③

①②

②

⑩

⑫

47.84

3.11
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市町村 区   域
伐採
方法

その
他

種     類

森林の所在

面積

施業方法

単位　面積：ha

備考

砂防指定地 3-8,22,30-32,37,58 　

(土砂流出防備保安林) 64,65,68-70,74-80

(土砂崩壊防備保安林) 82-85,87,89

(防火保安林)

(風致保安林)

(国定公園第１種特別地域)

(国定公園第２種特別地域)

(国定公園第３種特別地域)

(都市計画法・風致地区)

(急傾斜地崩壊危険区域)

(古都保存法・歴史的風土特別保存地区)

国定公園第１種特別地域 6,14,37,42,43 　

(土砂流出防備保安林)

(土砂崩壊防備保安林)

(防火保安林)

(風致保安林)

(砂防指定地)

(都市計画法・風致地区)

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物)

(古都保存法・歴史的風土特別保存地区)

国定公園第２種特別地域 1,4-8,30,31 　

(土砂流出防備保安林)

(砂防指定地)

(都市計画法・風致地区)

国定公園第３種特別地域 1-5,8-15,20,31,32 　

(土砂流出防備保安林) 35-41,43

(土砂崩壊防備保安林)

(風致保安林)

(砂防指定地)

(急傾斜地崩壊危険区域)

都市計画法・風致地区 1,4-8,42,43,63-67 　

(土砂流出防備保安林) 90-92

(防火保安林)

(砂防指定地)

(国定公園第１種特別地域)

(国定公園第２種特別地域)

(古都保存法・歴史的風土特別保存地区)

文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物 37,65 　

(風致保安林)

(国定公園第１種特別地域)

急傾斜地崩壊危険区域 14,89 　

(砂防指定地)

(国定公園第３種特別地域)

桜
　
　
　
井
　
　
　
市

3.30

⑥

⑦

⑧

⑩

⑪

⑫

④

719.72

203.97

383.49

180.04

48.95

781.87
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市町村 区   域
伐採
方法

その
他

種     類

森林の所在

面積

施業方法

単位　面積：ha

備考

古都保存法・歴史的風土特別保存地区 6,42,43 　

(土砂流出防備保安林)

(防火保安林)

(砂防指定地)

(国定公園第１種特別地域)

(都市計画法・風致地区)

水源かん養保安林 26,28,30-32,34-37

(土砂流出防備保安林) 44

(土砂崩壊防備保安林)

(保健保安林)

(砂防指定地)

(国定公園第２種特別地域)

(国定公園第３種特別地域)

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物)

土砂流出防備保安林 1,3-5,9,16,20,21,25

(水源かん養保安林) 27-34,39-44

(保健保安林)

(砂防指定地)

(国定公園第３種特別地域)

(急傾斜地崩壊危険区域)

土砂崩壊防備保安林 13,16,27,29,31,32,36

(水源かん養保安林) 41,42,44

(保健保安林)

(砂防指定地)

(国定公園第３種特別地域)

保健保安林 42-44

(水源かん養保安林)

(土砂流出防備保安林)

(土砂崩壊防備保安林)

(砂防指定地)

(国定公園第３種特別地域)

砂防指定地 1,5,6,9-13,22-25 　

(水源かん養保安林) 27-44

(土砂流出防備保安林)

(土砂崩壊防備保安林)

(保健保安林)

(国定公園第３種特別地域)

(急傾斜地崩壊危険区域)

国定公園第２種特別地域 26 　

(水源かん養保安林)

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物)

国定公園第３種特別地域 23,25,27-39,41-44 　

(水源かん養保安林)

(土砂流出防備保安林)

(土砂崩壊防備保安林)

(保健保安林)

(砂防指定地)

御
　
　
　
所
　
　
　
市

322.52

319.94

1,082.20

18.87

1,597.09

22.29

102.90

42.99

⑦

⑧

⑬

①②

①②③

②③

①②

④
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市町村 区   域
伐採
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その
他

種     類

森林の所在

面積

施業方法

単位　面積：ha

備考

文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物 16,26 　

(水源かん養保安林)

(国定公園第２種特別地域)

急傾斜地崩壊危険区域 1,11-13,16,20,44 　

(土砂流出防備保安林)

(砂防指定地)

土砂流出防備保安林 7,13,20,31-35,37,38

(砂防指定地)

(国定公園第２種特別地域)

(国定公園第３種特別地域)

(都市計画法・風致地区)

落石防止保安林 27 　

(保健保安林)

(風致保安林)

(砂防指定地)

(国定公園第２種特別地域)

(都市計画法・風致地区)

保健保安林 13,17,26,27

(落石防止保安林)

(砂防指定地)

(国定公園第２種特別地域)

(都市計画法・風致地区)

風致保安林 27 　

(落石防止保安林)

(砂防指定地)

(国定公園第２種特別地域)

(都市計画法・風致地区)

砂防指定地 1-8,12,14-17 　

(土砂流出防備保安林) 21-32,34,35,37,38

(落石防止保安林)

(保健保安林)

(風致保安林)

(国定公園第２種特別地域)

(国定公園第３種特別地域)

(都市計画法・風致地区)

(急傾斜地崩壊危険区域)

国定公園第２種特別地域 2,3,21,23-27,35-38 　

(土砂流出防備保安林)

(落石防止保安林)

(保健保安林)

(風致保安林)

(砂防指定地)

(都市計画法・風致地区)

(急傾斜地崩壊危険区域)

国定公園第３種特別地域 1-4,23,24,34,35 　

(土砂流出防備保安林)

(砂防指定地)

(都市計画法・風致地区)

生
　
　
　
駒
　
　
　
市

8.12 ②

19.25

118.05

376.13

②

④

⑦

⑧

⑪

⑫

①②③

①②

7.57

996.97

35.26

157.39

5.78
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その
他

種     類
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面積

施業方法

単位　面積：ha

備考

都市計画法・風致地区 18,21-28,34,36-38 　

(土砂流出防備保安林)

(落石防止保安林)

(保健保安林)

(風致保安林)

(砂防指定地)

(国定公園第２種特別地域)

(国定公園第３種特別地域)

(急傾斜地崩壊危険区域)

文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物 19 1.65 ⑪ 　

急傾斜地崩壊危険区域 27 　

(砂防指定地)

(国定公園第２種特別地域)

(都市計画法・風致地区)

水源かん養保安林 9 2.15 ①②

土砂流出防備保安林 6

(砂防指定地)

土砂崩壊防備保安林 2 3.21 ②③

砂防指定地 3-8 　

(土砂流出防備保安林)

(国定公園第２種特別地域)

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物)

国定公園第２種特別地域 2-5,7,9 　

(砂防指定地)

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物)

文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物 7 　

(砂防指定地)

(国定公園第２種特別地域)

水源かん養保安林 23-26

(国定公園第２種特別地域)

土砂流出防備保安林 2-8,10-13,15,16,

(土砂崩壊防備保安林) 21-23

(保健保安林)

(砂防指定地)

(国定公園第２種特別地域)

(国定公園第３種特別地域)

土砂崩壊防備保安林 8,11,22

(土砂流出防備保安林)

(国定公園第２種特別地域)

(国定公園第３種特別地域)

防火保安林 20 　

(国定公園第２種特別地域)

保健保安林 6

(土砂流出防備保安林)

風致保安林 20 　

(国定公園第２種特別地域)

砂防指定地 1,3-7,9-11,15,16, 　

(土砂流出防備保安林) 21,22

(国定公園第２種特別地域)

(国定公園第３種特別地域)

①②

生
 
　
　
 
駒
　
　
 
 
市

葛
　
　
　
城
　
　
　
市

11.06

3.31

3.00

159.89

356.38

389.39

1.11

0.11

596.58

②③

③

②

④

①②③

④

⑦

⑪

①②

①②③

⑩

⑫

5.70

0.22

0.25

香
　
　
　
芝
　
　
　
市

82.48
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その
他
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施業方法

単位　面積：ha

備考

国定公園第２種特別地域 14-26 　

(水源かん養保安林)

(土砂流出防備保安林)

(土砂崩壊防備保安林)

(防火保安林)

(風致保安林)

(砂防指定地)

国定公園第３種特別地域 3-5,7-17 　

(土砂流出防備保安林)

(土砂崩壊防備保安林)

(砂防指定地)

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物)

文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物 1,13 　

(国定公園第３種特別地域) 　

水源かん養保安林 18-20,58,68,73-75,

(土砂流出防備保安林) 89,138,155,156,

(風致保安林) 158-160,166-170,174,

(砂防指定地) 198,219,237,252-255,

(国定公園第１種特別地域) 259,260

(国定公園第３種特別地域)

土砂流出防備保安林 1,8,10,11,14,16,18,

(水源かん養保安林) 22,24,26,28,30,36-43,

(砂防指定地) 45,47,49,52,53,61,64,

(国定公園第１種特別地域) 67-70,73,74,76,77,79,

(国定公園第３種特別地域) 80,82,84,87,88,99,

(鳥獣保護管理法・特別保護地区) 111,114,119,126,128,

(急傾斜地崩壊危険区域) 131-133,135,137,

139-141,147,150-152,

154-160,164,166,175,

176,178,184,185,187,

189,192-195,199,200,

202,203,211,215,224,

226,229,235,237,239,

241,244-247,251-256,

258

土砂崩壊防備保安林 27,52,141,160,258 1.87 ②③

落石防止保安林 195,250 　

(国定公園第３種特別地域)

風致保安林 18,19,171,183 　

(水源かん養保安林)

(砂防指定地)

(国定公園第３種特別地域)

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物)

宇
　
　
　
陀
　
　
　
市

葛
　
　
　
城
　
　
　
市

35.08

2.84

555.39

693.96

②

①②③

②

⑪

①②

⑦

759.36

⑧

348.08

3.28

- 67 -



市町村 区   域
伐採
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その
他

種     類
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面積

施業方法

単位　面積：ha

備考

砂防指定地 19,39,56-65,69, 　

(水源かん養保安林) 83-86,100,106-108,

(土砂流出防備保安林) 126,128-130,132,

(風致保安林) 134-136,152,154,156,

(国定公園第３種特別地域) 158,175,177-179,

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物) 183-189,202,203,217,

(急傾斜地崩壊危険区域) 220,235-237,239,

240-242,248-250

国定公園第１種特別地域 125,252,253,255 　

(水源かん養保安林)

(土砂流出防備保安林)

(鳥獣保護管理法・特別保護地区)

国定公園第２種特別地域 92-94,130,131,181,258 73.56 ⑦ 　

国定公園第３種特別地域 89,91-94,125,126, 　

(水源かん養保安林) 128-132,134-139,144,

(土砂流出防備保安林) 171-173,175-178,

(落石防止保安林) 180-183,185,192-194,

(風致保安林) 198,215-228,231,

(砂防指定地) 250-260

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物)

鳥獣保護管理法・特別保護地区 252,253,255 　

(土砂流出防備保安林)

(国定公園第１種特別地域)

文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物 3,177,183 　

(風致保安林)

(砂防指定地)

(国定公園第３種特別地域)

(急傾斜地崩壊危険区域)

急傾斜地崩壊危険区域 3,6,33,43,45,51,53, 　

(土砂流出防備保安林) 59,60,67,69,71,126,

(砂防指定地) 143,149,153,160,179,

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物) 184,185

水源かん養保安林 7-9,35-37,40-43,57,

(土砂流出防備保安林) 59,60,62-65,67-72

(砂防指定地)

土砂流出防備保安林 1,6,7,9,10,12-17,19

(水源かん養保安林) 20,22,24,27,28,30,31

(土砂崩壊防備保安林) 40,41,49-52,57,58,62

(保健保安林) 65,67,69

(砂防指定地)

(県立自然公園第２種特別地域)

(急傾斜地崩壊危険区域)

土砂崩壊防備保安林 1,5,7,10,18,31,41,53

(土砂流出防備保安林) 56,62

(砂防指定地)

落石防止保安林 10 1.15 ② 　

保健保安林 58,59

(土砂流出防備保安林)

(県立自然公園第２種特別地域)

宇
　
　
　
陀
　
　
　
市

山
 
　
　
　
添
　
 
　
　
村

87.91

289.20

18.55

144.75

173.59

4.41

101.24

13.22

2,996.96

4.13 ②③

①②

⑧

⑨

⑪

⑫

①②

①②③

④

⑥
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単位　面積：ha

備考

砂防指定地 1,2,20,32-45 　

(水源かん養保安林)

(土砂流出防備保安林)

(土砂崩壊防備保安林)

(急傾斜地崩壊危険区域)

県立自然公園第１種特別地域 55,58 10.23 ⑥ 　

県立自然公園第２種特別地域 54-56,58-61 　

(土砂流出防備保安林)

(保健保安林)

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物)

県立自然公園第３種特別地域 54-56,58-61 58.19 ⑧ 　

文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物 55,61 　

(県立自然公園第２種特別地域)

急傾斜地崩壊危険区域 1,2,6,17-19,23 　

(土砂流出防備保安林) 　

(砂防指定地) 　

土砂流出防備保安林 1,9,22,23

(保健保安林)

(風致保安林)

(国定公園第２種特別地域)

土砂崩壊防備保安林 9,20

(国定公園第２種特別地域)

防火保安林 9 　

(国定公園第２種特別地域)

保健保安林 9

(土砂流出防備保安林)

(風致保安林)

(国定公園第２種特別地域)

風致保安林 9 　

(土砂流出防備保安林)

(保健保安林)

(国定公園第２種特別地域)

砂防指定地 2,3,5,8,11,13-16,22 　

(国定公園第３種特別地域) 23

国定公園第２種特別地域 8-13,17,18,21-23 　

(土砂流出防備保安林)

(土砂崩壊防備保安林)

(防火保安林)

(保健保安林)

(風致保安林)

国定公園第３種特別地域 11-13,17-19 　

(砂防指定地) 21-23

急傾斜地崩壊危険区域 19 　

(国定公園第２種特別地域) 　

山
 
　
　
　
添
　
 
　
　
村

⑫

平
　
　
　
群
　
　
　
町

18.56

11.71

0.66

280.36

167.27

90.61

0.79

12.90

60.85

784.59

38.95

1.76

⑧

⑫

②③

③

①②

②

④

⑦

④

⑦

⑪

①②③4.33

- 69 -



市町村 区   域
伐採
方法

その
他

種     類

森林の所在

面積
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土砂流出防備保安林 3-6

(保健保安林)

(風致保安林)

(国定公園第２種特別地域)

(国定公園第３種特別地域)

土砂崩壊防備保安林 6,7

(国定公園第２種特別地域)

保健保安林 5

(土砂流出防備保安林)

(風致保安林)

(国定公園第２種特別地域)

風致保安林 5 　

(土砂流出防備保安林)

(保健保安林)

(国定公園第２種特別地域)

砂防指定地 4 　

(国定公園第３種特別地域)

国定公園第２種特別地域 2-7 　

(土砂流出防備保安林)

(土砂崩壊防備保安林)

(保健保安林)

(風致保安林)

国定公園第３種特別地域 4,5 　

(土砂流出防備保安林)

(砂防指定地)

土砂流出防備保安林 2,5,6

(風致保安林)

(都市計画法・風致地区)

(古都保存法・歴史的風土特別保存地区)

風致保安林 5 　

(土砂流出防備保安林)

(都市計画法・風致地区)

(古都保存法・歴史的風土特別保存地区)

砂防指定地 2,3 　

(都市計画法・風致地区)

県立自然公園第１種特別地域 1 5.40 ⑥ 　

県立自然公園第３種特別地域 1 31.01 ⑧ 　

都市計画法・風致地区 3-6 　

(土砂流出防備保安林)

(風致保安林)

(砂防指定地)

(古都保存法・歴史的風土特別保存地区)

古都保存法・歴史的風土特別保存地区 4,5 　

(土砂流出防備保安林)

(風致保安林)

(都市計画法・風致地区)

0.68

三
　
　
　
郷
　
　
　
町

39.33

0.24

10.95

161.42

17.11

44.89

195.93

19.39

44.98

35.69

16.68

⑬

⑦

⑧

①②③

②

④

⑩

①②③

②③

①②

②

④

斑
　
　
　
鳩
　
　
　
町
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水源かん養保安林 31,43,56

(国定公園第２種特別地域)

(国定公園第３種特別地域)

土砂流出防備保安林 4,7-11,13-19,22,

(保健保安林) 31-33,37-41,58

(国定公園第１種特別地域)

(国定公園第２種特別地域)

(国定公園第３種特別地域)

土砂崩壊防備保安林 9,10,60

(国定公園第２種特別地域)

(国定公園第３種特別地域)

保健保安林 10,11,13,32

(土砂流出防備保安林)

(国定公園第１種特別地域)

(国定公園第３種特別地域)

砂防指定地 8,9,11-14,30,32-34, 　

(国定公園第３種特別地域) 49

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物)

国定公園特別保護地区 1,35,37,38,46,47,49 　

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物)

国定公園第１種特別地域 1-5,10,11,37,38,40 　

(土砂流出防備保安林)

(保健保安林)

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物)

国定公園第２種特別地域 1-6,9,39,43-45 　

(水源かん養保安林) 47,49,56-61

(土砂流出防備保安林)

(土砂崩壊防備保安林)

(急傾斜地崩壊危険区域)

国定公園第３種特別地域 4-17,35,37-58 　

(水源かん養保安林)

(土砂流出防備保安林)

(土砂崩壊防備保安林)

(保健保安林)

(砂防指定地)

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物)

(急傾斜地崩壊危険区域)

文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物 35,37,40,46,47,49 　

(砂防指定地)

(国定公園特別保護地区)

(国定公園第１種特別地域)

(国定公園第３種特別地域)

急傾斜地崩壊危険区域 3,8,15,33,34,47,58, 　

(国定公園第２種特別地域) 59

(国定公園第３種特別地域)

曽
　
　
　
爾
　
　
　
村

14.97

117.55

1,986.80

581.14

36.52

170.47

52.43

137.79

16.91

67.28

0.89

⑤

⑥

⑦

⑧

⑪

⑫

①②

①②③

②③

①②

④
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市町村 区   域
伐採
方法

その
他

種     類

森林の所在

面積

施業方法

単位　面積：ha

備考

水源かん養保安林 21-25,40-46,52

(砂防指定地) 55-60,64-66

(国定公園第２種特別地域) 76-80,84,85,94,96,98

(国定公園第３種特別地域) 100,101,105

土砂流出防備保安林 5,7,13,15,16,18,22

(保健保安林) 26-28,30-35,39,44,45

(国定公園第３種特別地域) 48,50,52,61-63,83,

(急傾斜地崩壊危険地域) 84,87,94,95,97,99

土砂崩壊防備保安林 12,36 0.32 ②③

保健保安林 84

(土砂流出防備保安林)

砂防指定地 8,32,40,43,44,46, 　

(水源かん養保安林) 52-57,60,65,71-76,

79-81,87,89,90,92,

93,98,105

国定公園第２種特別地域 21,23 　

(水源かん養保安林)

国定公園第３種特別地域 4-10,16,17,19-25 　

(水源かん養保安林) 41-45,57,60-63,77

(土砂流出防備保安林) 78,96,98,100-102,105

急傾斜地崩壊危険区域 3,12,50,87,89,90, 　

(土砂流出防備保安林) 91,94

水源かん養保安林 8 3.30 ①②

土砂流出防備保安林 1,3-5,7-10,15,17,19

20

土砂崩壊防備保安林 1,6,11,19 1.16 ②③

砂防指定地 19 0.28 ④

文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物 1,4,24 3.98 ⑪ 　

急傾斜地崩壊危険区域 16,25 1.30 ⑫ 　

土砂流出防備保安林 3-7,9-11,14,16 　

(都市計画法・風致地区)

(急傾斜地崩壊危険区域)

(明日香法・第２種歴史的風土特別保存地区)

土砂崩壊防備保安林 3

(都市計画法・風致地区)

(明日香法・第２種歴史的風土特別保存地区)

風致保安林 19 　

(都市計画法・風致地区)

(明日香法・第１種歴史的風土特別保存地区)

(明日香法・第２種歴史的風土特別保存地区)

砂防指定地 4,5,7 　

(都市計画法・風致地区)

(明日香法・第２種歴史的風土特別保存地区)

明
　
日
　
香
　
村

御
　
　
　
杖
　
　
　
村

2.81

7.69

17.60

37.17

68.36

807.09

21.06

145.54

1,405.47

高
　
取
　
町

15.87

①②③

②③

②

④

①②

①②③

①②

④

⑦

⑧

①②③

⑫

0.88

0.14
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市町村 区   域
伐採
方法

その
他

種     類

森林の所在

面積

施業方法

単位　面積：ha

備考

都市計画法・風致地区 1-23 　

(土砂流出防備保安林)

(土砂崩壊防備保安林)

(風致保安林)

(砂防指定地)

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物)

(急傾斜地崩壊危険区域)

(明日香法・第１種歴史的風土特別保存地区)

(明日香法・第２種歴史的風土特別保存地区)

文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物 20 　

(都市計画法・風致地区)

(明日香法・第２種歴史的風土特別保存地区)

急傾斜地崩壊危険区域 9 　

(土砂流出防備保安林)

(都市計画法・風致地区)

(明日香法・第２種歴史的風土特別保存地区)

明日香法・第１種歴史的風土特別保存地区 1,2,19 　

(風致保安林)

(都市計画法・風致地区)

明日香法・第２種歴史的風土特別保存地区 1-23 　

(土砂流出防備保安林)

(土砂崩壊防備保安林)

(風致保安林)

(砂防指定地)

(都市計画法・風致地区)

(文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物)

(急傾斜地崩壊危険区域)

土砂流出防備保安林 3 1.25 ①②③

急傾斜地崩壊危険区域 1,2 　

土砂流出防備保安林 1

(砂防指定地)

砂防指定地 1-4 　

(土砂流出防備保安林)

文化財保護法・史跡、名勝、天然記念物 1 0.78 ⑪ 　

急傾斜地崩壊危険区域 2

7.66

0.22

0.30

138.15

7.91

4.82

1,317.03

6.99

河
合
町

1,324.02

⑫

⑫

④

①②③

⑪

⑭

⑫

⑭

⑩

王
寺
町

上
牧
町

明
　
　
　
日
　
　
　
香
　
　
　
村
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注 制限林の施業方法一覧

① （水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、保健保安林）

１ 立木の伐採方法

(1) 主伐に係る伐採種は定めない。

(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、大和・木津川地域森林計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

(3) 間伐にかかる伐採をすることができる森林は、樹冠疎密度が10分の8以上の箇所とする。

２ 立木の伐採の限度

(1) 伐採年度ごとに皆伐をすることができる面積の限度は、当該指定施業要件を定めるにつき同一

の単位とされている保安林（当該保安林が２以上ある時はその集団。以下(２)において同じ。）

のうち、その立木の伐採につき択伐が指定されている森林（保安林の機能の維持又は強化を図る

ために、皆伐による伐採をすることができるものを除く。）及び主伐に係る伐採の禁止を受けて

いる森林以外の森林の面積を、当該保安林についての植栽の指定に係る樹種又は更新期待樹種の

標準伐期齢（これらの樹種が２以上ある時はこれら標準伐期齢の面積加重平均林齢）に相当する

数で除して得た面積（以下「総年伐面積」という。）に、前伐採年度における伐採につき、森林

法第34条第１項の許可をした面積が当該前伐採年度の総年伐面積に達していない場合には、その

達するまでの部分の面積を加えて得た面積とする。

ただし、指定施業用件で伐採面積の限度が定められているものは、それによるものとする。

(2) 伐採年度ごとに間伐に係る伐採をすることができる立木の材積の限度は、当該伐採年度の初日

における森林の立木の材積の10分の２を越えず、かつ、その伐採によりその森林に係る樹冠疎密

度が10分の８を下回ったとしても、当該伐採年度の翌伐採年度の初日から起算しておおむね５年

後において、その森林の当該樹冠粗密度が10分の８までに回復することが確実であると認められ

る範囲内の材積とする。

② （水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、落石防止保安林、保健保安林、

風致保安林、保安施設地区）

１ 立木の伐採方法

(1) 主伐は、択伐による。

(2) 主伐に係る伐採をすることができる立木は、大和・木津川地域森林計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

(3) 間伐に係る伐採をすることができる森林は、樹冠疎密度が10分の８以上の箇所とする。

２ 立木の伐採の限度

(1) 伐採年度ごとに択伐をすることができる立木の材積の限度は、当該伐採年度の初日におけるそ

の森林の立木の材積に、択伐率（当該森林の年成長率に、前回の択伐の終わった日の属する伐採

年度から、伐採しようとする伐採年度の前伐採年度までの年度数を乗じて得た割合をいい、その

割合が10分の３を越えるときは10分の３とする。）を乗じた材積とする。

ただし、指定施業要件で伐採材積の限度が定められているものは、それによるものとする。

(2) 伐採年度ごとに間伐に係る伐採をすることができる立木の材積の限度は、別表１の２の(2)に

掲げる事項を準用する。
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③ （土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、防火保安林）

立木の伐採を禁止する。

④ （砂防法による指定地）

立木竹の伐採又は枝払い等現状の変更に当たっては、許可を受けること。

⑤ （自然公園法による指定地、特別保護地区）

伐採については、禁伐とする。ただし、学術研究その他公益上必要と認められるもの、地域住民

の日常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除、防災もしくは風致の維持その

他森林の管理のために行われるもの又は測量のために行われるものである場合は、この限りでは

ない。

⑥ （自然公園法及び奈良県立自然公園条例による指定地、第一種特別地域）

第１種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準に適合するものであること。

１ 単木択伐法によるものであること。

２ 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が当該区分の現在蓄積の10％以下であ

ること。

３ 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢に１０年を加えたもの以上であるこ

と。

ただし、立竹の伐採にあっては、この限りでない。

⑦ （自然公園法及び奈良県立自然公園条例による指定地、第二種特別地域）

第２種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであるこ

と。

１ 択伐法によるものにあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、用材林にあっては当該区分の現

在蓄積の30％以下、薪炭林にあっては当該区分の現在蓄積の60％以下であること。

(2) 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢以上であること。

ただし、立竹の伐採にあっては、この限りでない。

(3) 公園事業に係る施設（令第１条第７号、第10号及び第11号に掲げるものを除く。）及び集団施

設地区（以下「利用施設等」という。）の周辺（造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。）にお

いて行われる場合にあっては、単木択伐法によるものであること。

２ 皆伐法によるものにあっては、当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢以上

（ただし、立竹の伐採にあっては、この限りでない。）であって、次に掲げる基準に適合するもの

であること。

(1) １伐区の面積が２ha以内であること。ただし、当該伐採後に当該伐区内に残される立木の樹冠

の水平投影面積の総和を当該伐区の面積で除した値が１０分の３を超える場合又は当該伐区が利

用施設等その他の主要な公園利用地点から望見されない場合は、この限りでない。

(2) 当該伐区が、皆伐法による伐採が行われた後、更新して５年を経過していない伐区に隣接して

いないこと。

(3) 利用施設等の周辺（造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。）において行われるものでないこ
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と。

⑧ （自然公園法及び奈良県立自然公園条例による指定地、第三種特別地域）

特に施業の制限を受けないものとする。

⑨ （鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律による特別保護地区）

１ 主伐は、単木択伐による。

２ 間伐は、立木竹の本数において20％以下とする。

⑩ （都市計画法による風致地区）

１ 許可基準

木竹の伐採については、次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地

の区域における風致をそこなうおそれが少ないこと。

(1) 建築物等の新築・改築・増築・移転及び宅地造成等の行為をするために必要な最小限度の木竹

の伐採

(2) 森林の択伐

(3) 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐で伐採区域の面積が１ha以下のもの

(4) 森林の区域外における木竹の伐採

２ 許可不用

(1) 間伐、枝打ち、整枝等、木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採

(2) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

(3) 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

(4) 仮植した木竹の伐採

(5) 奈良県風致地区条例における許可不要行為及び適用除外行為のため必要な測量、実地調査又

は施設の保守の支障となる木竹の伐採

⑪ （文化財保護法による指定地）

史跡名勝天然記念物の指定地域内の森林については、原則として禁伐とする。

ただし、公益上必要やむを得ない場合は、現状変更等の許可を受けること。

⑫ （急傾斜地崩壊による災害防止に関する法律による危険区域）

立木竹の伐採（除伐又は倒木竹もしくは枯損木の伐採を除く。）、木竹の滑下又は地引きによる

搬出、その他急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある場合は、許可を受けること。

⑬ （古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法による歴史的風土特別保存地区）

１ 許可基準

木竹の伐採については、当該木竹の伐採が、次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地

及びその周辺の土地の区域における歴史的風土をそこなうおそれが少ないこと。

(1) 森林の択伐

(2) 伐採後の成林が確実であると認められる森林の伐採で、伐採区域の面積が第２種歴史的風土保

存地区以外の特別保存地区にあっては１ha以下、第２種歴史的風土保存地区にあっては５ha以下
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のもの

(3) 土地形質の変更のために必要な最小限度の木竹の伐採で、森林である土地の区域において行う

もの

(4) 森林である土地の区域外における木竹の伐採

２ 許可不用

(1) 枝打ち、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

(2) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

(3) 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

(4) 仮植した木竹の伐採

(5) 建築物の敷地以外の土地にある独立木で、高さが15ｍを超えず、かつ、1.5ｍの高さにおける

幹の周囲が1.5ｍを超えないものの伐採

(6) 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

⑭ （明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法による指定地）

木竹の伐採については、次の基準による。

ただし、林業を営むために行う保育作業等及び第二種歴史的風土保存地区内の森林の択伐率が、

10分の３以内の林業を行うための択伐については、許可を要しない。

但し、森林の皆伐又は森林である土地の区域において行う土地の形質の変更のための木材の伐採

については、当該森林が著名な地形・地物等を構成するもの又は、主要な遺跡、展望地等からの景

観を構成する重要な要素となるものであるときは、歴史的風土をそこなうことのないよう特に慎重

に配慮すること。

１ 第一種歴史的風土保存地区

(1) 択伐によるものとする。

(2) 伐採後の成林が確実であると認められ、かつ、伐採区域が１ｈａ以下の場合には、皆伐にする

ことができる。

２ 第二種歴史的風土保存地区

(1) 伐採後の成林が確実であると認められ、かつ、択伐率が10分の３をこえる場合には、択伐によ

るものとする。

(2) 伐採区域が５ｈａ以下の場合には、皆伐にすることができる。

⑮ （植栽）

植栽の指定を受けた森林については、伐採が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から

起算して２年以内に、指定した植栽樹種（樹種の指定のないものは、適当樹種）の満１年以上の苗

を、おおむね１ヘクタール当たり農林水産省令で定める植栽本数以上の割合で、均等に分布するよ

うに植栽するものとする。



単位　面積：ha
森 林 の 所 在 （ 林 小 班 ） 面 積 留意すべき事項

32,525.86

1(ﾍ-ﾁ),2(ﾆ-ﾍ),3-5,6(ｲ,ﾆ,ﾎ),7,8(ﾆ,ﾎ),9(ﾊ,ﾆ),

10(ﾆ-ﾍ,ﾁ),11(ｲ,ﾊ),13(ﾛ),14,15(ﾊ),16,17(ﾛ,ﾆ),

18(ﾆ,ﾍ),20(ﾎ-ﾄ),21(ﾛ-ﾄ),23(ｲ,ﾛ,ﾎ,ﾍ),27-29,

30(ｲ-ﾘ),31(ﾍ,ﾁ-ﾇ),32(ｲ-ﾊ),33(ｲ-ﾍ),35(ﾆ,ﾁ),37(ﾊ),

38-49,50(ﾊ),51,52(ﾍ),54-59,60(ｲ-ﾆ),61-66,

67(ｲ,ﾆ-ﾁ),68,69(ﾊ),70,71(ｲ-ﾄ,ﾘ),72(ｲ-ﾄ,ﾇ,ﾙ),

73-77,78(ｲ),80(ｲ,ﾛ),81(ﾛ),83(ｲ,ﾛ),86(ﾆ,ﾍ),88(ﾛ),

90(ｲ),92(ﾛ),93(ﾛ),95(ｲ,ﾊ),96(ﾛ,ﾊ),100,105(ﾛ),

106(ｲ,ﾊ),107(ｲ,ﾊ),111(ｲ,ﾊ,ﾍ,ﾄ),112-127,

130,133-135,136(ﾛ),137-140,141(ｲ-ﾎ),142,

143(ﾛ,ﾊ),144(ｲ),145-150,153(ﾊ,ﾆ),155(ｲ,ﾊ),156,

157(ｲ,ﾎ),158,159(ﾛ,ﾊ,ﾍ,ﾄ),160(ｲ-ﾎ),162(ﾘ),

163(ｲ),165(ﾊ,ﾎ,ﾍ),166(ｲ,ﾛ,ﾆ,ﾎ),167(ｲ),    

170(ﾆ-ﾁ),171(ｲ,ﾆ-ﾍ),172(ｲ,ﾛ,ﾎ,ﾍ),173(ｲ,ﾊ,ﾍ),

174(ﾁ,ﾘ),175(ﾎ-ﾁ),177(ｲ),179(ﾘ),180(ﾊ,ﾎ-ﾄ),

182(ｲ),183,184(ｲ-ﾍ,ﾁ),185-193,194(ｲ-ﾍ,ﾘ,ﾙ,ﾜ),

196(ｲ,ﾄ-ﾘ,ｶ),197(ｲ),200(ﾆ,ﾍ),202(ﾍ-ﾁ,ﾇ),

203(ﾛ-ﾄ),204(ｲ,ﾍ-ﾙ),205(ｲ-ﾊ),206(ﾄ,ﾁ),

207(ｲ-ﾆ,ﾍ,ﾘ-ﾙ),208(ﾛ,ﾊ,ﾄ-ﾘ),210(ｲ),211(ﾎ,ﾄ),

212(ﾄ-ﾘ),214(ﾎ,ﾍ),218(ﾊ),219(ｲ),221(ｲ),

222(ﾊ-ﾁ),224(ﾊ),225(ﾍ-ﾙ),229(ﾄ-ﾘ,ﾙ,ｵ),230(ﾍ,ﾄ),

231(ｲ,ｵ),232(ﾙ,ｵ),233(ﾆ),234(ﾛ,ﾊ),235(ｲ,ﾎ-ﾄ),

236(ﾎ-ﾘ),238(ﾄ-ﾘ),239(ﾊ,ﾎ,ﾍ,ｶ),244(ﾍ),246(ﾊ,ﾆ),

248(ﾄ,ﾁ),249(ﾛ,ﾊ,ﾍ,ﾄ),250(ｲ,ﾛ,ﾆ,ﾎ),251(ﾍ,ﾄ),

252(ｲ),253(ﾍ),254(ｲ,ﾛ),255(ﾄ),256(ﾄ),257(ｲ)  

大和郡山市 2(ﾊ-ﾇ),3(ｲ,ﾛ,ﾆ-ﾁ) 279.35

1-3,5(ｲ),6(ﾛ,ﾊ),7(ｲ),8(ｲ),9-11,12(ﾆ),14(ﾛ),

15-17,19,20(ｲ),21(ﾛ),22(ｲ,ﾊ),23(ﾛ-ﾆ),24(ﾛ),

25(ｲ-ﾆ),26(ｲ),27,29(ﾛ,ﾊ,ﾎ,ﾄ),31(ｲ,ﾛ),32(ﾆ-ﾍ),

33(ｲ,ﾊ-ﾎ),34(ｲ-ﾊ,ﾁ-ﾙ),35(ｲ,ﾊ-ﾁ),36(ﾎ,ﾄ,ﾁ),

37(ﾆ,ﾍ),38(ﾎ,ﾍ),39(ｲ,ﾛ,ﾍ,ﾄ,ﾘ,ﾇ),40(ﾛ,ﾊ),41(ｲ-ﾎ),

42(ｲ-ﾊ,ﾍ),44(ｲ,ﾊ,ﾆ),45(ﾛ,ﾊ,ﾎ-ﾇ),46(ｲ,ﾛ,ﾁ),

47(ｲ,ﾛ,ﾆ-ﾄ),48(ｲ-ﾆ,ﾍ,ﾘ,ﾇ),49(ﾊ-ﾎ),50,

51(ｲ-ﾆ,ﾍ-ﾘ,ｵ-ﾀ),52            

橿 原 市 1(ｲ,ﾊ,ﾆ,ﾍ,ﾄ),3,4(ﾆ) 33.72

3(ﾊ-ﾄ,ﾘ),4(ﾆ-ﾍ),5(ﾆ-ﾄ,ﾇ),6,7(ﾛ-ﾎ),8(ｲ),9(ｲ),

10(ｲ,ﾘ,ﾇ),11(ｲ-ﾆ),12(ｲ,ﾊ,ﾆ),13(ﾄ),14,15(ﾛ),

16(ｲ),17(ﾆ-ﾘ),21(ﾄ),22(ｲ-ﾎ),23(ﾛ-ﾍ),24(ｲ),

25(ﾛ),28(ﾛ,ﾎ),30(ｵ),31(ﾎ-ﾁ,ﾙ),32(ﾛ,ﾊ,ﾍ-ﾁ),

33(ｲ-ﾁ,ﾇ-ｵ),34(ｲ,ﾊ,ﾍ,ﾄ),35(ﾊ,ﾎ,ﾘ-ﾙ),36(ﾊ-ﾄ),37,

38,40(ﾊ),41(ﾛ,ﾊ),42,44(ﾛ),45(ｲ,ﾛ),47,48(ｲ-ﾊ),

49(ﾄ,ﾘ,ﾇ),50(ｲ-ﾊ),52(ﾆ,ﾎ,ﾄ,ﾘ),53(ｲ,ﾄ),54(ﾎ),

55(ﾛ,ﾁ-ﾇ),57(ﾄ-ﾘ),58(ﾄ,ﾘ),59(ｲ-ﾊ,ﾎ,ﾄ-ﾘ),

60(ｲ-ﾆ,ﾍ,ﾄ),62(ﾍ,ﾄ),63(ﾛ,ﾊ),64(ｲ-ﾍ,ﾁ),65(ｲ-ﾎ,ﾄ-ﾙ),

66(ｲ,ﾍ,ﾄ,ﾁ),67(ｲ,ﾛ),68(ｲ-ﾄ,ﾘ,ﾇ),69,70(ｲ),71,

72(ｲ),74(ｲ-ﾊ),75(ｲ),76(ﾛ,ﾊ),77-79,80(ｲ-ﾆ,ﾍ-ﾘ),

81(ﾛ,ﾄ),82(ｲ,ﾛ,ﾆ,ﾎ,ﾄ),83(ｲ-ﾊ,ﾍ,ﾄ),84(ﾛ-ﾎ),

85(ﾊ,ﾇ),86(ｲ-ﾆ,ﾄ-ﾇ),87(ｲ-ﾊ),88(ｲ),

89(ﾛ-ﾍ,ﾁ,ﾘ),90(ｲ)         

1-4,5(ﾛ-ﾆ),6,7,8(ｲ),9(ﾊ,ﾆ,ﾄ-ﾘ),10(ｲ-ﾆ),

11(ﾛ,ﾆ-ﾙ),12(ﾎ-ﾇ),13(ｲ),15(ｲ),16(ｲ,ﾆ-ﾄ),18(ｲ),

20,21(ﾛ,ﾊ),22,23(ｲ-ﾙ,ﾜ-ﾖ),24-30,31(ｲ-ﾙ,ﾜ-ｿ),

32-40,41(ﾛ-ﾍ),42-44

2,544.05

桜 井 市 2,696.54

別表１　樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区                                                                

区 分

総 数

1,931.01

5,424.66奈 良 市

天 理 市

御 所 市

市

町

村

別

内

訳

水 源 か ん 養
土砂流出防備
土砂崩壊防備
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森 林 の 所 在 （ 林 小 班 ） 面 積 留意すべき事項区 分

1-8,10(ﾆ),12(ｲ,ﾛ),13(ﾛ),14-16,17(ｲ,ﾛ),19(ｲ),

20(ﾊ,ﾆ),21(ｲ,ﾛ,ﾆ-ﾄ),22-27,28(ｲ,ﾛ,ﾆ,ﾎ),

29(ﾄ),30(ｲ,ﾆ-ﾙ),31-35,36(ｲ),37,38  

香 芝 市 2(ﾆ-ﾍ),3-9           532.02

1(ﾛ-ﾆ),2-7,8(ﾛ-ﾆ),9,10(ｲ-ﾊ,ﾎ-ﾙ,ﾜ-ﾖ),11,

12(ﾛ-ﾎ),13(ﾛ-ﾆ,ﾍ-ﾙ),14(ｲ-ﾎ,ﾄ),15,16,17(ﾁ),

18(ｲ),19(ﾛ,ﾆ),20-23,24(ｲ),25(ﾊ,ﾆ),26(ｲ,ﾛ)

1(ﾍ),2(ﾎ,ﾘ,ﾙ),3(ﾎ,ﾄ-ﾇ),5(ﾎ,ﾍ),6(ﾆ,ﾎ,ﾇ,ﾙ),7(ﾚ),

8(ﾆ,ﾄ,ﾇ),9(ｲ,ﾍ),10(ﾆ,ﾍ,ﾄ),11(ｲ-ﾎ,ﾇ),12(ｲ,ﾛ,ﾎ),

13(ﾍ),14(ﾆ,ﾎ,ﾄ-ﾖ),15(ﾛ-ﾎ),16(ｲ,ﾆ-ﾙ),17(ﾊ),

18(ｲ-ﾍ),19(ｲ-ﾆ),20(ｲ-ﾊ,ﾎ-ﾄ),21(ｲ),22(ﾍ-ﾁ),

24(ﾛ,ﾊ,ﾎ,ﾁ-ﾇ),26(ﾛ,ﾊ,ﾄ-ﾘ,ﾙ,ｵ),27(ｲ-ﾎ),28(ｲ,ﾍ),

29(ｲ,ﾆ),30(ﾊ,ﾆ,ﾄ),31(ﾄ,ﾁ),32(ｲ-ﾊ,ﾎ-ﾁ),

36(ｲ-ﾊ,ｵ),37(ｲ,ﾊ,ﾎ,ﾍ),38(ｲ,ﾎ,ﾍ),39(ｲ-ﾊ,ﾎ-ﾘ),

40(ﾛ,ﾊ,ﾍ-ﾁ),41(ﾊ-ﾎ),42(ｲ),43(ｲ,ﾛ,ﾆ,ﾙ),

45(ﾛ,ﾊ,ﾎ-ﾇ),46(ﾎ,ﾍ,ﾘ,ﾇ),47,48(ﾄ-ﾘ),49(ﾎ,ﾍ,ﾜ),

50(ｲ,ﾆ),51(ﾊ-ﾎ),52(ｲ,ﾊ-ﾄ),53(ｲ,ﾊ,ﾎ),54(ｲ,ﾊ,ﾆ),

55(ｲ-ﾂ,ﾗ,ﾑ,ｴ,ﾉ),56(ｲ,ﾛ,ﾆ-ﾙ),57(ｲ-ﾍ,ﾁ,ﾇ-ｶ),

58(ｲ-ﾇ,ｵ-ｶ),59(ﾛ-ﾇ),60,61(ｲ,ﾆ-ﾍ),62,63(ﾆ-ﾁ),

64(ﾛ-ﾍ),65(ｲ,ﾛ,ﾄ,ﾁ),67(ﾊ,ﾆ,ﾘ,ﾇ,ｵ,ｶ),68(ｲ-ﾙ),

69(ﾛ,ﾊ,ﾎ-ﾄ,ｵ,ﾜ),70,71(ｲ,ﾛ),72(ﾆ,ﾎ),73(ﾆ-ﾘ),

74(ｲ,ﾛ,ﾍ-ﾁ),75(ｲ-ﾆ,ﾁ),76(ﾊ,ﾄ,ﾁ),77(ﾎ),79(ﾛ),

80(ﾛ,ﾊ,ﾁ),81(ﾁ),82(ﾆ,ﾍ-ﾁ),84(ﾆ),85(ｲ,ﾆ-ﾄ),

86(ｲ,ﾊ,ﾄ-ﾘ),87(ｲ,ﾄ,ﾇ),88(ﾛ,ﾎ,ﾍ,ﾘ),90(ﾄ,ﾁ),

92(ｲ,ﾄ),93(ｲ),94(ｲ-ﾆ),96(ﾊ,ﾆ),97(ﾍ-ﾁ),

98(ｲ,ﾊ,ﾆ,ﾁ),99(ﾊ-ﾍ),100(ﾎ,ﾄ-ﾘ),101(ﾛ,ﾊ,ﾎ,ﾍ,ﾜ),

102(ﾎ-ﾙ),103(ｲ-ﾆ),104(ﾄ-ﾘ),105(ｲ-ﾎ),

106(ﾛ,ﾊ,ﾎ-ﾄ),107(ｲ-ﾆ),108(ﾍ),109(ﾄ),

110(ﾊ,ﾆ,ﾄ,ﾁ),111(ｲ-ﾊ),114(ﾆ-ﾇ),117(ｲ,ﾍ-ﾇ),

118(ﾇ,ﾙ),119(ｲ-ﾊ),120(ﾛ),122(ｵ),123(ﾊ-ﾍ),

124(ﾆ,ﾍ),125(ﾍ),126(ｲ,ﾛ,ﾄ),128(ﾛ,ﾊ),129,
130(ｲ,ﾛ,ﾄ-ﾘ),131(ﾛ-ﾄ),132(ｲ-ﾄ),133(ﾛ),134(ﾛ,ﾊ,ﾄ),

135(ﾛ-ﾆ,ﾍ-ﾁ),136(ｲ-ﾎ),137(ﾍ,ﾁ),138(ﾆ-ﾇ),

139(ﾍ-ﾁ),140(ｲ-ﾆ,ﾍ,ﾄ),141(ﾊ,ﾁ,ﾘ,ｵ,ﾜ),143(ｲ-ﾊ),

147(ﾛ,ﾊ),149(ﾆ-ﾍ),150(ﾊ-ﾎ),151(ｲ,ﾛ),152(ｲ-ﾆ,ﾍ),

153(ﾁ,ﾘ),154(ﾊ,ﾎ-ﾁ,ﾇ-ﾜ),155(ｲ-ﾄ),

156(ﾛ-ﾆ,ﾍ-ﾁ),157(ﾎ,ﾄ-ﾘ),158(ｲ-ﾊ,ﾍ-ﾙ),

159(ﾎ,ﾁ,ﾙ),160(ｲ,ﾆ,ﾎ,ﾄ),161(ｲ,ﾛ),164(ﾛ,ﾊ,ﾎ),

165(ｲ),166,167(ﾛ,ﾊ),168(ﾛ),169,170(ﾊ,ﾆ),173(ｲ),

174(ﾆ),175(ｲ,ﾆ,ﾎ,ﾄ,ﾘ,ｵ),176(ｲ,ﾆ-ﾍ),177(ｲ,ﾆ,ﾍ-ﾁ),

178(ﾎ,ﾍ),179(ｲ,ﾍ-ﾁ),180(ﾛ),182(ｵ),184(ｲ-ﾊ,ﾍ-ﾘ,ﾙ,ｵ)

185(ｲ,ﾊ-ﾁ,ﾜ),186(ﾆ,ﾎ),187(ﾎ),188(ﾆ),189(ﾛ,ﾆ,ﾎ),
191(ﾛ),192(ｲ,ﾛ,ﾘ-ﾙ),193(ｲ,ﾛ,ﾎ),194(ﾛ-ﾆ),195(ｲ,ﾛ,ﾄ,ﾁ),

196(ﾆ-ﾄ),199(ﾎ),200(ｲ,ﾆ),201(ﾊ,ﾘ,ﾇ,ｶ),

202(ｲ,ﾛ,ﾎ-ﾇ,ｵ,ﾜ),203(ﾆ,ﾁ,ﾘ),204(ｲ-ﾊ),205(ｲ-ﾊ),
206(ﾍ),207(ｲ-ﾊ,ﾎ,ﾍ,ﾘ-ﾙ),211(ｵ),215(ｲ,ﾊ),217(ﾊ),219(ｲ)

220(ｲ-ﾆ),223(ｲ-ﾊ),224(ｲ,ﾄ),226(ｲ),229(ﾄ),231(ﾛ-ﾆ),

234(ﾊ,ﾄ),235(ｲ-ﾍ),236(ﾛ-ﾁ),237(ｲ,ﾊ-ﾘ),238(ｲ-ﾊ),

239(ｲ,ﾊ,ﾆ,ﾍ,ﾁ,ﾘ),240(ｲ,ﾛ,ﾆ),241(ｲ-ﾄ)，

242(ﾊ,ﾍ,ﾄ),244(ﾆ,ﾎ,ﾄ,ﾁ),245(ｲ,ﾛ),246(ｲ),

247(ｲ,ﾛ,ﾆ-ﾍ),248(ｲ-ﾊ),249(ﾍ),250(ｲ,ﾊ,ﾆ,ﾍ),

251(ｲ-ﾆ,ﾘ-ﾜ),252-254,255(ｲ-ﾎ),256(ﾎ,ﾍ),

258(ﾇ,ﾙ,ﾜ),259(ﾛ,ﾊ,ﾎ,ﾍ),260(ｲ-ﾎ,ﾄ-ﾙ)

1,536.39

葛 城 市

宇 陀 市

生 駒 市

市

町

村

別

内

訳

水 源 か ん 養
土砂流出防備
土砂崩壊防備

1,045.96

7,159.59
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森 林 の 所 在 （ 林 小 班 ） 面 積 留意すべき事項区 分

1,2,3(ﾍ),4(ﾎ, ﾍ),5(ﾊ-ﾎ),6(ｲ-ﾆ),

7(ｲ-ﾆ,ﾍ,ﾘ,ｵ,ｶ-ﾀ),8(ｲ,ﾛ),9(ｲ,ﾛ,ﾍ-ﾘ),10(ｲ-ﾎ,ﾇ),

12,13(ﾍ),14(ｲ,ﾛ,ﾘ),15(ﾄ-ﾙ),16(ｲ,ﾘ,ﾜ),

17(ﾛ,ﾆ,ﾎ,ｶ,ﾖ),18(ｲ,ﾆ,ﾎ),19(ｲ-ﾍ,ﾁ-ﾙ),

20(ｲ,ﾛ,ﾍ-ﾁ,ﾇ),22(ﾘ),23(ﾁ),24(ﾆ),27(ﾆ,ﾎ),28(ﾊ,ﾆ),

29(ﾆ,ﾎ),30(ﾛ,ﾆ,ﾎ),31(ﾛ,ﾆ,ﾍ,ﾄ),32-45

49(ﾍ),50(ｲ),51(ﾎ,ﾄ),52(ﾊ-ﾄ),53(ｲ-ﾆ),54(ﾆ-ﾍ),

56(ﾙ,ﾜ),57(ﾊ-ﾍ),58(ﾊ,ﾆ,ﾁ,ﾘ),59(ﾄ,ｵ),60(ｲ),

62(ｲ,ﾊ-ﾘ,ﾙ,ｵ,ｶ),63(ｲ-ﾊ,ﾎ,ﾄ,ﾙ,ｵ),64-66,

67(ｲ,ﾛ,ﾆ-ﾄ),68,69(ｲ-ﾆ,ﾍ-ﾘ),70,71(ｲ,ﾊ-ﾁ),

72(ﾛ,ﾊ,ﾎ,ﾍ,ﾁ-ﾇ)

1-6,7(ｲ,ﾛ,ﾄ),8(ﾇ,ﾙ),9(ｲ,ﾛ),10(ﾄ),11(ｲ,ﾛ),

12(ﾛ,ﾊ),13(ﾆ,ﾍ),14(ﾛ,ﾆ),15(ﾛ,ﾊ),16(ﾎ),19(ﾍ,ﾄ),

20(ｲ),21,22(ﾛ),23

三 郷 町 2(ﾊ,ﾎ),3(ｲ,ﾎ-ﾄ),4,5,6(ｲ),7(ﾆ,ﾎ)            154.94

斑 鳩 町 2(ﾆ,ﾍ,ﾄ,ﾘ-ﾙ),3(ﾊ-ﾍ),5,6(ﾛ-ﾎ)            151.52

3(ﾛ,ﾙ,ｵ),4(ﾛ-ﾆ),5,6(ﾆ-ﾍ),7(ﾎ),8(ｲ-ﾍ),

9(ﾆ-ﾍ,ﾁ-ｵ),10(ｲ,ﾛ,ﾍ),11,12(ｲ,ﾛ,ﾆ),13(ﾛ),

14(ﾊ,ﾎ,ﾍ),15(ﾆ,ﾎ,ﾄ),16(ﾊ,ﾎ),17(ｲ,ﾄ),18(ﾎ),19(ﾛ),

20(ｲ-ﾊ,ﾎ-ﾘ),21(ｲ-ﾊ),22(ｲ,ﾆ,ﾄ),23(ﾊ),24(ｲ),

27(ﾍ),30(ﾆ-ﾄ),31(ｲ,ﾆ),32(ﾊ-ﾄ),33(ｲ,ﾛ,ﾆ-ﾍ),

34(ﾊ-ﾁ),35(ﾆ),36(ｲ,ﾊ-ﾍ),38(ｲ-ﾊ,ﾎ),39(ｲ,ﾊ),

40(ﾎ-ﾄ),41(ﾎ),43,45(ﾎ),46(ﾊ-ﾍ),47,48(ﾛ-ﾆ,ﾄ,ﾁ),

49(ｲ),56(ｲ-ﾊ),57(ｲ),58,59(ﾛ-ﾍ),60(ｲ),61(ﾆ-ﾍ)

2(ﾊ,ﾆ),3(ｲ,ﾛ,ﾄ-ﾙ),5(ﾊ),7(ﾁ,ﾘ),12(ﾎ-ﾄ),13(ｲ),

15(ｲ,ﾛ),16(ﾎ),18(ｲ,ﾛ,ﾍ,ﾄ),21(ﾆ,ﾎ),22-24,

25(ﾛ-ﾍ),26(ｲ),27(ｲ,ﾛ,ﾆ-ﾍ),28(ﾊ-ﾄ),29(ｲ,ﾛ),

30(ﾛ-ﾎ),31(ﾛ-ﾆ,ﾍ-ﾘ),32(ﾆ),33(ﾇ),34(ﾊ),

35(ﾎ,ﾍ),36(ｲ-ﾆ,ﾍ),38(ﾆ),39(ｲ-ﾎ),40(ﾊ-ﾄ),41-43,

44(ｲ,ﾛ,ﾆ-ﾘ),45(ｲ-ﾊ,ﾁ,ﾘ),46(ﾊ-ﾎ,ﾄ-ﾘ),48,49(ｲ),

50(ﾊ-ﾎ),51(ｲ,ﾛ),52,53,54(ｲ,ﾛ),55(ｲ,ﾊ-ﾎ),56-60,

61(ｲ-ﾍ),62(ｲ-ﾊ,ﾄ,ﾁ),63(ｲ),64(ﾆ-ﾍ),65,66,67(ﾄ),

69(ｲ),70(ﾛ),71(ﾛ),72(ﾍ),73-75,76(ｲ-ﾊ,ﾎ-ﾇ),

77(ｲ-ﾎ,ﾄ-ﾘ),78,79,80(ﾛ-ﾆ),81(ｲ,ﾛ,ﾎ,ﾍ),

82(ｲ,ﾛ,ﾍ-ﾘ),83(ﾛ-ﾆ),84(ﾛ,ﾊ,ﾍ-ﾁ),85(ｲ-ﾆ),

86(ｲ,ﾛ),87,88(ｲ),89(ﾊ-ﾎ),90(ｲ,ﾛ,ﾆ),91(ｲ-ﾊ),

92(ｲ,ﾛ),94(ﾊ,ﾎ-ﾄ,ﾇ),95(ﾄ-ﾘ),96(ｲ-ﾆ,ﾍ,ﾄ)

,97(ｲ-ﾍ),98(ﾛ,ﾄ,ﾁ),99(ｲ-ﾍ),100(ﾎ-ﾄ),101(ｲ,ﾛ),

103(ﾁ),104(ﾎ,ﾍ),105

1(ﾎ,ﾄ,ﾁ),2(ﾛ),3(ｲ,ﾁ-ｵ),4,5(ｲ-ﾊ,ﾎ-ﾘ),6(ﾛ,ﾊ),

7(ｲ-ﾎ),8(ﾆ,ﾎ),9(ｲ-ﾎ),10(ｲ,ﾍ-ﾘ),11(ｲ,ﾛ,ﾍ),

12(ﾊ,ﾘ),13(ｲ,ﾊ-ﾁ,ﾙ,ｵ),15(ﾛ,ﾘ,ﾙ),16(ﾆ,ﾘ),

17(ﾛ,ﾊ,ﾎ-ﾄ),18(ｲ,ﾛ,ﾆ-ﾍ),19(ｲ,ﾊ-ﾘ),20(ｲ,ﾛ,ﾎ-ﾄ)

,21(ｲ,ﾛ,ﾄ,ﾇ),23(ｲ),24(ﾆ),25(ｲ,ﾛ,ﾎ,ﾍ)            

3(ﾁ),4(ｲ,ﾛ,ﾆ,ﾎ,ﾄ,ﾁ),5(ﾛ-ﾆ,ﾘ-ｵ),6,7,8(ﾎ,ﾍ,ﾁ,ﾘ),

9(ｲ-ﾊ),10(ﾎ-ﾁ),11(ｲ,ﾆ,ﾎ,ﾁ-ﾙ,ﾜ,ｶ),12(ｵ),13(ﾍ-ﾘ),

14(ﾛ-ﾎ),16(ﾆ,ﾍ),17(ｲ,ﾛ,ﾆ,ﾎ),18(ﾍ,ﾄ)           

上 牧 町 1-3 82.14

王 寺 町 1,2,3(ｲ-ﾄ),4   147.85

河 合 町 1,2(ﾛ)         9.04

注 本表は山地災害防止機能を高度に発揮させる必要のある森林、水源かん養保安林、土砂流出
       防備保安林、土砂崩壊防備保安林、保安施設地区を総合的に勘案して選定した。

2,129.62

428.22
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天然更新完了基準

１ 天然更新対象地

本基準の対象とする森林は、天然更新を行う箇所のほか、気象害等による更新不成績地とす

る。

２ 更新対象樹種

後継樹となる更新対象とする樹種は、針葉樹及びブナ、カシ類、ナラ類、ケヤキ、ホオノキ、

サクラ類、カエデ類等の広葉樹であって、基本的には、郷土樹種を対象とし、将来高木（※

１）となりうる樹種とする。

３ 更新及び更新補助作業

(1) 本基準における対象とする更新種は、天然下種更新及びぼう芽更新とする。

(2) 本基準における更新補助作業については、地表掻き起こし、刈出し、植込み等とする。

４ 更新が完了した状態（更新完了基準）

(1) 後継樹は、更新対象樹種のうち樹高が30㎝以上の稚樹、幼樹、若齢木、ぼう芽枝等とする。

(2) 更新が完了した状態は、後継樹が林地全体にわたり存在し、その密度が１ha当たり2,000

本以上とする。

(3) 上記の条件を満たす場合であっても、病虫獣害等により健全な生育が期待できない恐れが

ある場合には、適切な防除方策を実施すること。

(4) ５年を経過しても前述の要件を満たすことができない森林については、追加的な天然更新

補助作業等（人工植栽等）の実施を検討し、確実な更新を図るものとする。

５ 更新調査の方法

(1) 更新については、更新調査をもって更新が完了した状態を確認する。

(2) 更新調査の時期は、伐採後おおむね５年後とする。

(3) 調査の方法は、原則として標準地調査によることとする。

1) 標準地の数は、下記のとおりとし現地の状況に応じて増減する。

天然更新対象地面積は0.1ha当たり１箇所とする。但し、0.1ha未満は１箇所とする。

2) 標準地は、天然更新対象地の地形・植生等を考慮の上、現地実態から更新状態が平均的と

見られる箇所を設定する。

3) 標準地の大きさは、水平距離１０m×１０mのプロット（区画）を設けることとする。

4) 全体の調査プロット数に対し基準本数を満たすプロットの割合が６割を下回る場合には、

植栽若しくは追加的な更新補助の作業を実施すること。明らかに天然更新完了基準を満た

している場合には、目視とすることができるが、この場合、野帳若しくは写真を保管する。

(4) 更新調査野帳の様式については、別紙のとおりとする。

（※１）スギ、ヒノキ、アカマツ、シイ、カシ類、ブナ、ナラ類、ミズメ・シデ類、ケヤキ、

ホオノキ、トチノキ、シオジ、ミズキ、サクラ類、カエデ類、キリ、タブノキ、

ネズミモチ、クスノキ、ヤブニッケイ、シロダモ、リョウブ、アカメガシワ、

クサギ、カラスザンショウ、タラノキ、ヌルデ、ヤマウルシ、ヤマハゼ等の広葉樹

で県内に自生する樹木であり、将来その林分において高木となりうる樹種とする。



別紙　更新調査野帳様式

プロット 樹種 樹高(cm) 本　　数   

1

合計本数　　　本

2

合計本数　　　本

3

合計本数　　　本

4

合計本数　　　本

5

合計本数　　　本

6

合計本数　　　本

7

合計本数　　　本

8

合計本数　　　本

9

合計本数　　　本

10

合計本数　　　本
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